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命    令    書 

 

 

申 立 人  Ｘ１組合 

執行委員長  Ａ１ 

 

 

被申立人  Ｙ１会社 

代表取締役社長執行役員  Ｂ１ 

 

上記当事者間の都労委令和４年不第83号事件について、当委員会は、令和７年

８月５日第1870回公益委員会議において、会長公益委員團藤丈士、公益委員太田

治夫、同水町勇一郎、同垣内秀介、同北井久美子、同富永晃一、同西村美香、同

森円香、同渡邉敦子の合議により、次のとおり命令する。 

 

主         文 

 

１ 令和３年12月26日以前の団体交渉に係る申立てを却下する。 

２ その余の申立てを棄却する。 

 

理         由 

 

第１ 事案の概要及び請求する救済の内容の要旨 

１ 事案の概要 

申立人Ｘ１組合（以下「組合」という。）は、被申立人Ｙ１会社（以下「会

社」という。）において、男女間に顕著な格付格差及びこれに基づく賃金格差

が存在すると主張し、令和元年９月２日、同社で勤務する女性の組合員であ

るＡ２（以下「Ａ２」という。）の業績考課の是正、性中立的な評価制度の実

施等を要求事項として、会社に対して団体交渉を申し入れた。 

組合と会社とは、10月30日から４年８月２日までの間に、計10回にわたっ
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て団体交渉を行い、この間、組合は会社に対し、会社の人事考課制度の説明

やＡ２の個別の人事考課の評定についての説明を求め、これに関連する資料

の開示を要求した。また、２年11月16日の第４回団体交渉において、組合は、

10月１日付けでのＡ２の「管理２級」への昇格を要求事項に追加した。 

４年８月19日、会社は、組合に対し、組合の要求事項につき、これ以上団

体交渉を重ねても進展が見込めないとして、第10回団体交渉をもって団体交

渉を打切りとする旨を記載した書面を送付し、その後、組合との団体交渉に

応じなかった。 

本件は、以下⑴及び⑵がそれぞれ争われた事案である。 

⑴ ８月２日の第10回団体交渉までの団体交渉における資料の開示等の会

社の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か（争点１）。 

⑵ ８月２日の第10回団体交渉の後、会社が、平成28年度から令和４年度ま

での間のＡ２の格付及び賃金の是正を議題とする団体交渉に応じなかっ

たことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か（争点２）。 

２ 請求する救済の内容の要旨 

⑴ Ａ２の職能等級の格付及び賃金の是正を議題とする団体交渉に誠実に

応ずること。 

⑵ 謝罪文の手交及び掲示 

第２ 認定した事実 

１ 当事者等 

⑴ 申立人組合は、肩書地に事務所を置き、職場における性差別を是正し、

男女平等賃金等の実現を目指して活動する個人加盟のいわゆる合同労組

であり、本件申立時の組合員数は24名である。 

⑵ 被申立人会社は、肩書地に本店を置き、昭和26年に設立された、中国地

方全域で発電事業及び小売電気事業を営む株式会社であり、令和４年12月

27日現在の従業員数は4,666名である。 

本件結審時点において、会社には、各事業部門及び支社のほかに、大き

く分けて販売事業本部と電源事業本部とが存在し、販売事業本部の傘下に、

統括セールスセンター（以下「統括ＳＣ」という。）及びセールスセンター

（以下「ＳＣ」という。）が存在していた。 
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ＳＣは、会社の営業活動の拠点として会社管内の各地に設置されたもの

であり、広島県内では、Ｂ２統括ＳＣ、Ｂ３ＳＣなどが置かれていた。 

なお、広島県内の全ＳＣの意味で、「Ｂ２統括ＳＣ大」の用語が用いられ

ることがあった。 

また、ＳＣにおいて用いられる用語のうち、「離脱」とは、顧客が契約先

を会社から他の小売電気事業者に変更することをいい、「離脱需要の再獲

得」又は「離脱再獲得」とは、離脱した顧客が契約先を他の小売電気事業

者から会社に変更することをいう。 

⑶ Ａ２は、昭和56年４月１日、会社に事務系の従業員として入社し、Ｂ４

営業所、 Ｂ５営業所 、 Ｂ６営業所 、Ｂ７営業所、Ｂ８営業所等の勤務

を経て、平成26年２月１日以降、定年退職（後記16⑴）までの間、Ｂ９営

業所及びＢ３ＳＣで、法人業務（営業）担当として勤務を継続した。そし

て、その間、令和元年７月に組合に加入した（後記５⑴）。 

２ 会社の人事制度等について 

⑴ 人事制度の改正経過について 

昭和61年10月、会社は、従業員の職務遂行能力を処遇の基本に置く、職

能等級制度を導入した。その後、数回の制度変更を経た後、平成17年に、

会社は、各職能等級に求められる能力レベルを、職能等級基準表により明

確化するなどの見直しを行った。 

また、27年３月10日、会社は、業績考課、適性考課及び自己申告を通じ

て総合的に把握した従業員一人ひとりの強み・弱みを人材育成に活かして

いくことを目的とし、人事考課及び自己申告の集中実施、業績考課の評定

区分・評定要素の見直し、自己申告事項の見直し、管理段階の適性考課の

昇進適性における決断力、統率力等の評定要素をより重視する比重の見直

しなどの全体的な改正を行い、27年度人事考課から実施する旨の「人材育

成と人事考課の一体的運用の推進および人事諸制度の再構築について」

（以下「人達385号」という。）を社内に通達した。 

⑵ 職能等級の運用 

上記⑴の改正後の制度においては、職能段階が、管理段階、主任段階及

び主務段階の各段階に区分された上で、各職能段階ごとに、職務遂行能力
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の伸長度合に基づいて、管理１級から管理３級まで（管理段階）、主任１級

及び主任２級（主任段階）、主務１級から主務４級まで（主務段階）の職能

等級（いずれも１級が最上位）が設定されており、この職能等級が基本給

などに連動している。 

また、同一職能等級内に、職務遂行能力の発揮度合に基づく区分として、

直近の賞与査定に応じて昇降するクラス（Ⅰ～Ⅲ。Ⅰが最上位)が導入され、

同一職能等級内においてもクラスの変動に応じて基本給が変動する仕組

みとなっている。なお、全社公開資料である、会社の「職能等級要則」記

載のクラス付与基準によれば、直近の賞与査定（業績考課の査定符号）が

Ａ以上の場合がクラスⅠ、Ｂの場合がクラスⅡとなり、直近２年間の賞与

査定が連続してＤ以下のときのみに一段下位のクラスとなる降クラスが

行われる。 

また、職能等級要則第６条において、同一職能段階内での一段上位の等

級への昇進（以下「等級昇進」という。）及び主任又は主務段階の１級から

一段上位の職能段階の最下位等級への昇進（以下「職能段階昇進」といい、

等級昇進と合わせて「職能等級昇進」ということがある。）は、後記⑷の人

事考課に基づき、現在の等級に求められる能力を十分に発揮するとともに、

一段上位の等級又は一段上位の職能段階の最下位等級の格付基準を満た

すと判断されたときに行われるものとされている。 

したがって、例えば、管理２級への昇進については、管理３級の者につ

いて、管理３級に求められる能力を十分に発揮するとともに、管理２級の

格付基準を満たすと判断されたときに行われることとなる。 

職能等級昇進は、一部の例外を除き、毎年10月１日に行われる（職能等

級要則第11条）。 

⑶ 職務ランク 

職務ランクは、主任段階以上の職能段階における、仕事の責任・難易度

に応じた１ランクから11ランクまでの11段階（11ランクが最上位）で構成

される区分をいう。 

会社においては、職能等級が管理３級以上の者が管理職として扱われる

が、管理職と管理監督職位は同じ意味ではなく、管理職のうち、部下のい
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る者は管理監督職位、部下のいない者は専任職位とされている。そして、

全社公開資料である、会社の「職務ランク要則」の記載に従い、管理監督

職位に該当する者は、部署や役職（職位）に応じて４ランクから７ランク

までの職務ランクが設定される一方、専任職位に該当する者は、一般職位

（非管理職）と同様に、業務内容に応じて個別に職務ランクが決定される

ことになり、管理監督職位と同レベルの責任・難易度にある高度・専門的

な業務に従事する場合を除き、１ランクから３ランクまでの職務ランクが

設定される。 

なお、ＳＣ内の職務ランクについては、センター長の職務ランクが７ラ

ンク、副長の職務ランクが５ランクに設定されている。Ａ２は、平成29年

10月１日以降、職能等級が管理３級の管理職となったものの、部下のいな

い専任職位であったため、勤務していたＢ３ＳＣにおける担当業務の内容

から、職務ランクは３ランクとされていた。 

⑷ 人事考課 

全社公開資料である会社の「人事考課要則」によれば、会社の人事考課

は、後記⑸⑹の業績考課及び適性考課に区分して行われる。人事考課は、

昇給査定及び賞与査定、職能等級昇進、降級、昇クラス、降クラスなどに

活用されており、特に職能等級昇進に当たっては、業績考課及び適性考課

の両者の評定結果を総合して判断されることとなっている。 

評定は、業績考課、適性考課ともに、原則として、１次評定者、２次評

定者及び調整者の３段階で行われ、１次評定者は、直属上長（Ａ２につい

ては、Ｂ３ＳＣの副長）が、２次評定者は、所属長又は所属長に直属する

ライン長（Ａ２については、Ｂ３ＳＣのセンター長）が行うこととされて

いる。 

人事考課要則には、評定者の評定に当たっての遵守事項として、①定め

られた評定要素に基づき行い、それ以外の要素で行ってはならない旨、②

評定者自身が確認した従業員等の具体的な行動・事実及び信頼できる確実

な報告に基づき行わなければならない旨、③評定対象期間外の事実や業務

遂行外の事実にとらわれて行ってはならない旨、④公正に行い、私情によ

って左右されてはならない旨の規定が存在する。 
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なお、会社においては、従業員が自身の将来のキャリアプランや強み・

弱み、振り返りと今後の取組等を「ステップアッププラン」として自己申

告する制度が設けられており、従業員は自己申告書を４月１日時点で作成

して１次評定者に提出し、提出を受けた１次評定者が、４月又は５月に当

該従業員と面接を行うこととされている。この面接の内容は、適性考課の

職務適性（後記⑹イ）の基礎資料とされ、従業員の育成等に活用される。 

また、これとは別に、６月に、２次評定者が、業績考課の査定結果を本

人にフィードバックする面接（以下「フィードバック面接」という。）を実

施することとされており、その面接結果は、業績考課のシステムに記録さ

れる。 

⑸ 業績考課 

ア 業績考課の概要 

業績考課の評定は、毎年４月に、前年度の４月から３月までの１年間

の各人の仕事の実績を把握する観点から実施され、会社が定めた業績考

課評定基準表（以下「評定基準表」という。）に基づくこととされており、

主に、職能等級昇進や昇給・賞与の査定等に反映される。 

会社は、評定基準表において、各評定要素ごとに、職能等級に応じた

要求水準を設定している。また、従業員各々が異なる職務に従事してい

る状況も踏まえ、その要求水準を満たすための具体的な行動例を事業本

部（前記１⑵）別に、会社が定めた「要求水準行動例」（以下「行動例」

という。）に示すなどしており、評定者は、それらの全社的に統一した基

準や観点から評定を行うこととされている。 

なお、評定基準表及び行動例は、全社公開資料である。 

イ 具体的な業績考課の評定要素と評定の仕組み 

Ａ２のような部下のいない専任職位の場合、業績考課は、①「組織目

標の達成度」、「目標達成に向けたプロセス」としての②「改善・改革」

及び③「役割責任・自律性」、「日常の業務遂行」としての④「組織目標

以外の成果・達成度」、⑤「リスク管理・コンプライアンス」及び⑥「上

長補佐・チーム貢献」の六つの評定要素についてそれぞれ５段階で評定

される。 
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六つの評定要素のうち、②「改善・改革」から⑥「上長補佐・チーム

貢献」までの五つの評定要素については、目標を達成したか否かという

観点ではなく、「目標達成に向けたプロセス」や「日常の業務遂行」に関

する評定であるため、職能等級に応じ、評定基準表や行動例を基に、「要

求水準を大きく上回った」、「要求水準を上回った」、「要求水準程度であ

った」、「要求水準を下回った」及び「要求水準を大きく下回った」の５

段階で評定される。 

これに対し、①「組織目標の達成度」については、職能等級を基準と

せずに、まずは達成度合いそのものを、「目標を大きく上回って達成し

た」、「目標を達成した」、「目標をほぼ達成した」、「目標を下回った」及

び「目標を大きく下回った」の５段階で評定した上で、職能等級と職務

ランクの対応関係に基づき、後記エのとおり点数補正を行う。 

具体的には、六つの評定要素は、それぞれが５点満点で点数化された

上で、上記①、②及び⑥の比重が高い評定要素は点数が２倍にされ、六

つの評定要素の合計点数に従って、６段階（ＳからＥまで）の査定符号

が付される。合計点数は最高45点から最低９点までの幅があり、45点か

ら43点までがＳ、42点から39点までがＡ、38点から34点までがＢ、33点

から27点までがＣ、26点から21点までがＤ、20点以下がＥに区分される。 

ウ 「組織目標の達成度」の判断（達成）基準等について 

人達385号には、「組織目標の達成度・組織目標達成に向けてのプロセ

スの評定については、所属組織の業務実施計画書等の組織目標を評定対

象とする。」との記載がある。 

例えば、Ａ２が所属するＢ３ＳＣの組織目標については、会社の販売

事業本部から「業務運営方針」という形でＢ２統括ＳＣを含む各統括Ｓ

Ｃへ通達され、Ｂ２統括ＳＣの業務運営方針書に基づいて、具体的な組

織目標を記載したＢ３ＳＣの業務実施計画書が策定される。業務実施計

画書は所属員が閲覧できる社内の共用ファイル（以下「グローバルファ

イル」という。）に保存され、所属員は削除期限まで都度閲覧可能であり、

Ａ２を含むＢ３ＳＣの法人業務（営業）担当者（前記１⑶）は、業務実

施計画書上の組織目標の主な項目である離脱量や平均成約単価等につ
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いて、Ｂ３ＳＣ全体の目標値の達成に向けて取り組むことになる。 

エ 職務ランクに基づく点数補正について 

業績考課の六つの評定要素のうち、①「組織目標の達成度」について

は、職務ランクの違いによって目標達成への難易度や目標達成時の貢献

度が異なることから、通常の評定を行った上で、下記の職能等級と職務

ランクの対応関係を前提とする、職能等級と職務ランクとの比較に基づ

き、２倍にした後の点数から以下のとおり点数補正がなされる。ただし、

最高点は10点であり、これを超えるプラス補正はなされない。 

 

職能等級と職務ランクの対応関係 

職能等級 職能等級に対応する職務ランク 

管理１級 ６ランク 

管理２級 ５ランク 

管理３級 ４ランク 

 

点数補正 

職能等級と職務ランクの関係 補正 

職能等級＞職務ランク マイナス２点 

職能等級＝職務ランク 補正なし（±０点） 

職能等級＜職務ランク プラス２点 

 

⑹ 適性考課 

適性考課は、昇進適性及び職務適性で構成される。 

ア 昇進適性 

昇進適性は、主として職能等級昇進に活用されるものであり、その評

定は、前年度の仕事の実績を評定する業績考課と異なり、毎年４月１日

時点における、各人の職務遂行能力の保有度を把握する観点から行われ

る。 

具体的には、会社は、職能等級基準表（以下「等級基準表」という。）
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において、各評定要素（能力項目）ごとに、職能等級に応じた評定基準

を設定しており、評定者は、それらの全社的に統一した基準や観点から

評定を行うこととされている。 

評定は、等級基準表に記載されている、①「情報展開力」、②「決断力」、

③「改革推進力」、④「交渉・調整力」、⑤「統率力」及び⑥「評価・育

成力」の六つの評定要素について、それぞれ、「一段上位等級に求められ

る職務遂行能力を十分に有している」、「一段上位等級に求められる職務

遂行能力をほぼ有している」、「一段上位等級に求められる職務遂行能力

をある程度有している」、「現等級に求められる職務遂行能力を有してい

る」及び「現等級に求められる職務遂行能力を下回っている」の５段階

で実施される。 

六つの評定要素のうち、①、④及び⑥の評定要素については、５点満

点で点数化され、②、③及び⑤の評定要素については８点、６点、４点、

２点、１点の５段階で点数化される。 

そして、六つの評定要素の合計点数に従って、６段階（ＳからＥまで）

の査定符号が付される。合計点数は最高39点から最低６点までの幅があ

り、39点から36点までがＳ、35点から30点までがＡ、29点から21点まで

がＢ、20点から12点までがＣ、11点から９点までがＤ、８点以下がＥに

区分される。 

なお、等級基準表は、全社公開資料である。 

イ 職務適性 

職務適性は、主として配置転換に活用されるものであり、その評定は、

①「行動・人物特性」、②「面接記録」（自己申告の面接で把握した本人

の要望等）、③「育成計画」の３点について実施される。 

具体的には、①は、思考面、行動面、対人面について、本人の特徴を

把握するとともに、高度な専門能力等を記入するもの、②は、自己申告

の面接における本人の意見・要望や、評定者の指導事項等を記録するも

の、③は、前１年間の取組を振り返るとともに、本人の中長期的な育成

計画を策定し、その実現に向けて今後１年間のＯＪＴで取り組む内容を

記入するものとなる。 
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⑺ 会社の役職（職位）について 

会社には、会社内部の組織規程において、一般職、主任、副長、課長及

び所長といった役職（職位）が定められているが、役職（職位）と職能等

級（前記⑵）とは必ずしも対応関係にあるものではない。 

⑻ 文書保存期間等 

会社は、人事考課要則において、業績考課及び適性考課に係る考課票並

びに自己申告書の保存期間を３年間と定めており、保存期間が満了したも

のを随時処分する運用を行っている。 

これに対し、業務実施計画書等の文書については、もともと文書保存期

間の定めがなく、共用ファイルのデータ削除期限到来時に自動的に削除さ

れる。 

３ Ａ２の役職、職能等級、人事考課等について 

⑴ Ａ２の役職、職能等級等 

昭和61年10月１日、Ａ２は、会社の職能等級制度の導入に伴い、主務２

級となり、平成24年10月１日には、主任１級クラスⅢとなった。以降、27

年10月１日に主任１級クラスⅡ、28年10月１日に主任１級クラスⅠと昇ク

ラスを重ねた後、29年10月１日に管理３級クラスⅢに職能段階昇進した。 

また、令和２年10月１日に管理３級クラスⅡに昇クラスしている。 

なお、同日時点におけるＡ２の役職は、ＳＣの担当副長であり、部下が

いないが、管理２級に昇進した場合は、ＳＣの副長として部下の管理を任

されることも視野に入ることとなる。 

⑵ Ａ２の人事考課について 

Ａ２の、業績考課の査定符号（前記２⑸イ）は、平成28年度がＳ、29年

度及び30年度がＣ、令和元年度及び２年度がＢであった。 

一方、適性考課の昇進適性の査定符号（前記２⑹ア）は、平成28年度が

Ａ、管理３級に昇進した29年度がＳ、30年度及び令和元年度がＣ、２年度

及び３年度がＢであった。 

会社が組合に提示したＡ２の業績考課及び適性考課の概要には、以下の

内容の記載があった。 

ア Ａ２の業績考課の概要について 
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会社が組合に対して提示したＡ２の業績考課の概要（後記５⑵イ、６

⑸ウ、８⑵、10⑷イ）によれば、業績考課の「組織目標の達成度」の評

定要素については、管理３級昇進後の査定年度においても、平成29年度

から令和元年度までの３年間にわたって、「目標を大きく上回って達成

した」として最上位の評価がなされていた。 

一方、平成29年度の「上長補佐・チーム貢献」の評定要素については、

「自らの提案や思いに沿った方針にならかなった場合などにおいても

冷静かつ積極的な上長補佐やメンバー指導が見られるとなおよく」と記

載されていた。 

また、30年度の「リスク管理・コンプライアンス」の評定要素につい

ては、「適正な労働時間管理の徹底について過去から再三周知されてい

るにもかかわらず、未申告の時間外労働があった。管理職として、率直

に話す、積極的に正すといったコンプライアンス最優先の姿勢が十分で

なかったと言わざるを得ず、要求水準を下回ったと評価している」と記

載され、また、「組織目標以外の成果・達成度」の評定要素については、

「業務遂行面で迅速性に欠ける点や記入不備等のケアレスミスも散見

された」と記載され、「上長補佐・チーム貢献」の評定要素については、

「法人営業活動以外では、担当内のファイリング推進員に指名した際、

過去に経験済、また、担当内の協力が薄いとの理由から頑なにこれを拒

否する等、今後の積極的な取り組みを期待したい面もあった」と記載さ

れていた。 

令和元年度の「組織目標以外の成果・達成度」の評定要素については、

「依然としてお客さまへ提出する資料等にミスがあるほか、業務量は他

担当と同水準であるものの時間外労働は最多で、今後は業務の段取りや

時間配分を考慮した効率的な業務遂行を期待する」と記載されていた。 

２年度の「組織目標以外の成果・達成度」の評定要素については、「お

客さまへの提出資料等への記載誤りが散見されるため、より一層の確実

な業務遂行が望まれる」と記載されていた。 

イ Ａ２の適性考課（昇進適性）の概要について 

会社が組合に対して提示したＡ２の適性考課（昇進適性）の概要（後
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記10⑵ア、⑷エ、⑹、11⑵、16⑶）によれば、管理３級昇進後の平成30

年度の「評価・育成力」の評定要素について、「自分自身の考えに固執す

ることがあり、担当内の話合いでは意見の出しにくい雰囲気を作ってし

まう場面もあり」と記載されていた。 

また、令和元年度の「統率力」の評定要素について、「これまでの経験

も豊富なことから、より積極的にアドバイスを送り、担当内を牽引して

ほしい部分がある」と記載されていた。 

また、２年度の「情報展開力」の評定要素について、「書類作成時に記

入誤りが散見され、事務処理面の丁寧さにやや欠ける面もある」との記

載があり、「決断力」の評定要素について、「過去に経験していない事例

への決断および判断力がやや不十分ではある」との記載があり、「統率力」

の評定要素について、「担当内全体へ改善取り組みをリードしていくよ

うな行動・意識はやや不足している」との記載があった。 

ウ Ａ２の適性考課（職務適性）の概要について 

会社が組合に対して提示したＡ２の適性考課（職務適性）の概要（後

記10⑵ア、⑷エ、⑹、11⑵、16⑶）には、①「行動・人物特性」につい

ては、本人の特徴が、思考面、行動面及び対人面に分類されて記載され

ていた。また、②「面接記録」については、自己申告の面接（前記２⑷）

における本人の意見・要望等と、本人へ指導・アドバイスした事項が、

③「育成計画」については、主として、ＯＪＴに関する、「前年度の育成

状況・結果の振り返り」と「これから１年間のＯＪＴで伸長すべき能力

とそのための取り組み内容」が、それぞれ記載されていた。 

なお、令和元年度のＡ２の適性考課（職務適性）の概要には、①の対

人面の特徴として、「支配的、自説に固執、面倒見が良い、人怖じしない、

信望がない、選り好みする」と記載されていた。 

⑶ Ａ２のフィードバック面接について 

会社が組合に対して提示したフィードバック面接の概要（後記８⑵⑶）

によれば、Ａ２の人事考課の２次評定者となるＢ３ＳＣのセンター長は、

Ａ２に対し、フィードバック面接（前記２⑷）で以下の内容を伝えていた。 

平成29年６月に実施された面接において、センター長は、Ａ２に対し、
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「積極的に離脱防止・再獲得の活動を提案するとともに機転を利かしなが

らお客様対応するなど担当内の模範となっており感謝している」と伝える

一方で、「気になった点として、お客さまからの商品購入依頼に対する担当

内の協力の悪さについて、担当者個人への攻撃ともとられるような言い方

と、離脱防止・再獲得の施策案を持ち寄った際に、具体的な提案がない主

任に対して、何度も具体的な内容はどうかと問い詰めた対応は是正すべき」

と伝えていた。 

また、30年６月実施分において、センター長は、Ａ２に対し、「再獲得・

離脱防止に積極的にスピード感を持って取り組んでいただき、素晴らしい

成績で感謝している」、「今後伸ばしてほしい点は組織運営に関すること。

具体的には、本社から自分の思うような単価が出て来なかった時に、『副長

が行けばよい』というような発言があった。もう少し上長補佐・チーム貢

献を意識した言動をお願いしたい」、「未申告の時間外があれば、申告して

ほしい」と伝えていた。 

令和元年６月実施分において、センター長は、Ａ２に対し、「契約維持・

離脱再獲得では、精力的に活動し、お客さまとの関係も良好。熱意を持っ

て、粘り強く業務に取り組んでいることを高く評価している」と伝える一

方で、「日常業務遂行面等においては、管理職として要求水準程度の評価が

あるため、以下の五つについて、契約維持・離脱再獲得と同様に高いレベ

ルで伸長してもらいたい」とし、「①個人業務の確実性向上、②個人業務の

迅速性向上、③解消方法を伴う意見出し、④副長への丁寧な対応、⑤未申

告の時間外を行わない」の５点を伝えていた。 

２年６月実施分において、センター長は、Ａ２に対し、「組織目標である

契約維持・離脱再獲得・値戻しについて、お客さまと良好な関係を構築し、

実績計上するとともに熱意を持って粘り強く対応していることを評価し

ている」、「上長に対する積極的な意見具申により法人営業活動の活性化に

寄与していることや、新任担当者へ丁寧な指導・アドバイスを行い、レベ

ルアップに貢献してもらったことを評価している」、「『日常の業務遂行』で、

前年度の面接で伝えた５点の事項について、全体的に改善できていること

を評価している」と伝える一方で、「依然としてケアレスミスがあるため、
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更に確実性を高めつつ迅速性も意識してほしい。またリスク管理・コンプ

ライアンスについては、自身の管理はできているため、職場内やメンバー

の意識高揚、問題点の改善に向けて取り組んでほしい」と伝えていた。 

４ Ａ２の別件訴訟 

⑴ 平成23年３月17日、広島地方裁判所は、Ａ２が、職能等級の昇進等にお

いて女性であることを理由に不当な差別的取扱いを受けたなどと主張し、

会社に対して不法行為に基づく損害賠償等を求めて提起した訴訟（平成20

年（ワ）第○○号）において、同人の請求を棄却する判決を言い渡した。

これに対し、Ａ２は広島高等裁判所に対して控訴した。 

⑵ 25年７月18日、広島高等裁判所は、上記⑴のＡ２の控訴を棄却する判決

を言い渡した（平成23年（ネ）第○○号）。これに対し、Ａ２は最高裁判所

に対して上告及び上告受理申立てを行った。 

⑶ 27年３月10日、最高裁判所は、上記⑵のＡ２の上告の棄却及び上告受理

申立ての不受理を決定した。 

⑷ なお、Ａ２は、令和６年４月22日、会社に対して賃金差額等の損害賠償

を求めて新たな訴訟を提起しており、同訴訟は、本件結審時点において広

島地方裁判所に係属中である。 

５ Ａ２の組合加入等 

⑴ 令和元年７月、Ａ２は組合に加入し、９月２日、組合は、会社に対し、

同日付けの「組合加入通知及び団体交渉申入書」及び「要求書」を送付し、

Ａ２の業績考課の査定符号について、平成29年度をＡ、30年度をＳとし、

一時金も含めて是正すること、査定制度の本旨（性中立的で公平・公正な

評価、各人の能力アップ等）に基づく評価制度を実施することなどを要求

事項として、団体交渉を申し入れた。 

⑵ 10月25日、会社は、組合に対し、同日付けの「団体交渉開催のご連絡」

を送付して、詳細を案内するとともに、組合の要求に応じて、以下ア及び

イの資料を送付した。 

ア Ｂ３ＳＣとＢ９営業所の事務系従業員の査定評価の分布 

この資料には、平成29年度及び30年度における業績考課について、査

定符号（ＳからＥまで）ごとに、それぞれ事務系従業員が何％の割合で
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分布しているかが男女別に示されていた。 

イ Ａ２の業績考課の概要（29年度及び30年度分） 

この資料には、評定要素ごとにＡ２の評定の概要が記載されていた

（前記３⑵ア）。 

⑶ 令和元年10月28日、組合は、会社に対し、同日付けの「回答及び要求書」

を送付した。この書面には、要旨以下アからウまでの要求が記載されてい

た。 

ア 上記⑵アの資料には、人数の記載がなく、分布が割合でしか表示され

ていないことなどから、各年度の男女別合計人数と各査定符号の人数を

記載した表を提出すること。 

イ 業績考課の概要ではなく、Ａ２の業績考課票原紙のコピー（平成29年

度及び30年度分）を提示すること。 

ウ 公平かつ公正な評価を担保するものを具体的に明示すること。 

⑷ 令和元年10月28日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付

した。この書面には、上記⑶アの要求に沿って、業績考課の査定符号（Ｓ

からＥまで）ごとの男女別の人数分布を追記した資料が添付されていたが、

この資料によれば、女性の方が査定符号が良好な面もあり、男女間格差が

認められるような分布にはなっていなかった。 

また、上記⑶ウの要求に対する回答として、評定者は全社的に統一した

基準（観点）で評定を行うこととされているとして、全社公開資料である、

等級基準表、評定基準表及び行動例が添付されていた。なお、業績考課票

原紙のコピーについては、提示は差し控える旨が記載されていた。 

６ 第１回団体交渉とその後のやり取り 

⑴ 10月30日、組合と会社とは、第１回団体交渉を行った。 

組合からの出席者は、執行委員長、書記長、Ａ２外組合員２名、会社か

らの出席者は、人材活性化部門の労務部長、考課担当課長、労務マネージ

ャー、考課マネージャー、Ｂ３ＳＣ所長外１名であった。 

なお、第１回団体交渉から第10回団体交渉（後記15⑴）まで、組合から

の出席者は毎回同一であり、会社からの出席者も人事異動による変更等を

除いてほぼ同一であった。 
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また、第１回及び第２回の団体交渉は、対面で各回約３時間行われてお

り、第３回以降の団体交渉は、Ｗｅｂ会議の方法で各回約２時間行われて

いる。 

第１回団体交渉における主なやり取りは、以下アからエまでのとおりで

ある。 

ア 組合が業績考課票の原本の提示を求めたのに対し、会社は、業績考課

票を開示するルールはなく、フィードバック面接で丁寧に説明する運用

をしている、また、以前提示した業績考課の概要に原本に沿った内容を

詳しく記載しているため、建設的な意見交換は可能である、開示を前提

にすると、評価者が差し障りのないことを書いたり、良くない点を書き

控えたりするおそれがある旨を説明した。 

会社が、会社から提供した概要で納得できない部分とその理由を指摘

してほしいと述べたところ、組合は、原本を見せてほしいと言っている

わけだから、会社がそれに応えられない理由を説明してほしいと述べた。 

イ 組合は、会社にとって一番重要なのは営業成績であり、営業成績で大

いに貢献しているＡ２の評定がＣなのはおかしいと主張し、会社は、確

かに同人の営業成績は優秀だが、全ての評定要素を勘案して点が付く仕

組みなので、「組織目標の達成度」は営業成績を中心に評価されるが、業

績考課をトータルでみると標準レベルのＣになると説明した。 

組合は、Ａ２の評定がＣになった具体的理由を追及する中で、平成30

年度の「リスク管理・コンプライアンス」の評定要素に記載されていた

未申告の時間外労働（前記３⑵ア）について、組合としての意見を述べ、

会社は、会社としての考えを述べた。 

ウ 会社が、人事考課制度における多段階評価や行動例等（前記２⑷、⑸

ア）の説明をしたところ、組合は、業績考課の査定について、行動例に

は、管理○級ならこういうレベルというのが書いてあるが、これがどの

程度だったら普通でどうだったら上回るのか、その振り幅、物差しを示

してほしい、従業員の昇給や賞与に影響する評価が公平公正であるため

には、物差しがあるべきだと述べた。これに対し、会社は、様々な業種

ごとにいろいろな業務があり、それを事業所の形態において例示したの



- 17 - 

が行動例であり、複数の評定者が評定基準表及び行動例に基づいた認識

合わせをすることで評価するという物差しを用意しているが、業務ごと

に目盛りを作るのは現実的ではない、全社的に定量的な物差しはなく、

評定者が判断する、などと述べた。 

エ 組合が、職能等級昇進年度の業績考課の査定符号は自動的にＣが付く

のかと質問し、会社が、10月１日に職能等級昇進があった者は、新しい

職能等級での実績が残りの半年間しかないので、当該年度の業績考課の

総合評定は、前年度と同じような符号は付かないと説明すると、組合は、

直近３年間の事務系の昇進者の査定評価分布の資料を要求した。 

⑵ 11月18日、組合は、会社に対し、同日付けの「10月30日団交を踏まえた

要求書」を送付した。この書面には、要旨以下アからオまでの要求事項が

記載されていた。 

ア Ａ２の業績考課票原紙のコピー（平成28年度から30年度分まで）の提

出 

イ 昇格の翌年の査定符号がＣとなるルールかを検証するため、Ｂ２統括

ＳＣ大に所属する事務系従業員について、過去５年間の職能等級昇格者

の昇格翌年以降の査定評価推移の提示。なお、Ａ２以外は記号により表

示し、ＳＣ・営業所の別、職能等級と性別とを明記すること。 

ウ Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅと判断する根拠の提示 

エ 職務ランクに基づく点数補正（前記２⑸エ）の説明及び根拠資料の提

出 

オ Ａ２の育成計画（28年度から30年度分まで）の提出 

⑶ 令和元年11月27日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付

した。この回答書には、上記⑵アについては、被評定者への開示を前提と

していないため応じられない旨が、同イについては、組合と資料のイメー

ジを共有したい旨が、同エについては、職務ランクに基づく点数補正（前

記２⑸エ）の説明が、それぞれ記載されていた。 

また、上記⑵オの育成計画については、本人等への開示を前提とした既

存の資料はないため、内容を確認したい理由及び確認したい事項を教えて

ほしい旨が記載されていた。 
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また、この回答書には、会社の人事考課要則（前記２⑷⑻）が添付され

ており、さらに、別添資料として、第１回団体交渉の際に、会社が別途回

答するとしていた以下の項目につき、会社の見解を記載した書面が添付さ

れており、この書面には要旨以下アからウまでの内容が記載されていた。 

ア 業績考課の評価の物差しがないとの指摘について、会社の業績考課に

おいては、評定基準表において、職能等級及び評定要素ごとに評定基準

（要求水準）を定めるとともに、従業員各々が異なる職務に従事してい

る状況も踏まえ、行動例においてその要求水準を満たすための具体的な

行動例も示しており、評定者はそれらの全社的に統一した基準（観点）

で評定を行っている。具体的な業績考課の評定要素と評定の仕組み（前

記２⑸イ）のとおり、査定符号は、１次評定者及び２次評定者が一定の

基準を基に評定要素ごとに評定を行った結果で自動的に導かれており、

所属長が直感的に何の基準も持たずに決めているものではないから、会

社としては、評価の物差しはあると考えている。 

イ 公平・公正な評価をしておらず、トータルな評価につなげていないた

め、Ａ２のＣ評価は間違っているとの指摘については、業績考課におい

て評定要素の全てを数値基準で測れるような制度にすべきとの意見と

理解するが、会社の業績考課の考え方は、個人の成果や組織の成果の源

泉となる日常業務における業務プロセスや意識・態度も評定の対象とし

て多面的に評価することが、主観的、感覚的な評価に陥らず、評価のト

ータルバランスにつながるというものである。定量的に評定できる部分

は「組織目標の達成度」において実施しており、その他のプロセス評定

的評定要素について定量的な数値基準を設定するということは、例えば、

レポートを○件提出したら満点がもらえるというように、件数のみを評

価し、内容（品質）を無視した基準となってしまい、公平・公正な評定

とならないため、多面的な評価が必要と考えている。 

ウ 業績考課票の原本を提示してほしいとの要求については、人事考課に

際して評定者が付したコメントは、本人に伝わらないことを前提として

記されたものであり、それゆえ忌たんのない公平・公正な評価コメント

を記載でき、正確な評価を知り得ると考えている。仮に、本人への開示
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を前提とすれば、評定者は自らの率直な評価コメントを記載できない可

能性が高く、また、今回会社が開示を容認した場合、今後評定者が自ら

の率直な評価コメントを記載できなくなることが容易に想像できるた

め、人事関係業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるといわざる

を得ない。以上のことから、これまでも考課票そのものの開示はしてい

ないし、今回も、考課票そのものの開示はせず、今回の議論のために内

容が分かるように「業績考課の概要」を提供し、併せて評定プロセスに

ついても補足説明したものである。 

⑷ ２年１月６日、組合は、会社に対し、同日付けの「10月30日団交及び11

月27日会社回答書を踏まえた要求・申入れ書」を送付した。この書面には、

前記⑵イの要求資料のイメージ図が添付されるとともに、業績考課票原紙

のコピーの提出を引き続き求める旨、Ｂ３ＳＣの組織目標及びメンバーの

査定評価分布（計３年度分）の提示等を求める旨、その他の点については、

団体交渉で具体的な議論を求める旨などが記載されていた。 

⑸ １月31日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付した。こ

の回答書には、前記⑵及び⑷の組合の要求に応じて以下アからウまでの資

料が添付されるとともに、要旨以下エからカまでのとおり記載されていた。 

ア Ｂ３ＳＣ法人業務及びＢ３ＳＣ共通の組織目標（平成28年度から30年

度まで） 

この資料には、各年度のＢ３ＳＣの組織目標項目及び目標値が記載さ

れており、注意書きとして、各ＳＣにおいて、所属員は所属ＳＣの組織

目標の達成に向け担当する業務に取り組むこととしており、組織目標が

個人の目標でもある旨、定量的な目標値について、個人ごとにノルマのよ

うな目標値をそれぞれ設定しているわけではない旨が記載されていた。 

イ Ｂ３ＳＣとＢ９営業所の事務系従業員の査定評価の分布（28年度から

30年度まで） 

この資料には、各年度にＢ３ＳＣ及びＢ９営業所に所属した事務系従

業員について、査定符号（ＳからＥまで）ごとに、それぞれ何名が分布

しているか、その男女別の内訳などが記載されていた。なお、この資料

によれば、女性の方が査定符号が良好な面もあり、男女間格差が認めら
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れるような分布にはなっていなかった。 

ウ Ａ２の業績考課の概要（28年度分） 

エ 前記⑷で要求のあった、Ｂ３ＳＣのメンバーの査定評価分布について

は、集計対象をＢ３ＳＣ事務系従業員に限定すると個人の査定符号が特

定され提示できないため、集計対象を、前記５⑷の資料と同じにしたも

のを、上記イのとおり提示する。 

オ 前記⑵イの要求については、個人の査定符号が特定されるため提示で

きない。 

カ Ａ２の育成計画については、本人等への開示を前提とした資料はない

が、必要であれば可能な方法で別途回答するので、内容を確認したい理

由及び確認したい事項を回答してほしい。 

⑹ 令和２年２月25日、組合は、会社に対し、前記⑵イの要求についての会

社の懸念（上記⑸オ）を受け、平成26年度から30年度までの各年度ごとの

Ｂ２統括ＳＣ大の昇進者の人数（男女別）と昇進直近の査定評価（査定符

号）の分布、及び翌年の査定評価（査定符号）の分布を明らかにした資料

を改めて求める旨を記載したメールを送信した。 

７ 第２回団体交渉とその後のやり取り 

⑴ 令和２年２月27日、組合と会社とは、第２回団体交渉を行った。 

第２回団体交渉における主なやり取りは、以下アからエまでのとおりで

ある。 

ア 会社は、組合の２月25日付けの要求（前記６⑹）を受け、交渉に先立

ち、組合に対し、「Ｂ２統括セールスセンター大の事務系社員の職能等級

昇進者の査定符号」と題する資料を手交した。この資料には、平成26年

度から30年度までに昇進した男性52名及び女性28名の合計80名につい

て、昇進前年度の査定符号と昇進年度の査定符号が、男女別に、個人が

特定されない形で記載されていた。また、この資料によれば、昇進年度

の査定符号は、80名全員がＣとなっていた。 

上記資料について、組合が、昇進年度の査定符号はＣ以下しか付かな

いのかと質問し、会社は、ルールはないが、評定の仕方としては、10月

に等級昇進等をするので、残り半年間で一個上のレベルでみたときに、
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ＡＢまで急激に成長するケースが基本的にはない旨を述べた。 

イ 組合が、職能等級と職務ランクとの対応関係を質問し、会社は、職務

ランクに基づく点数補正（前記２⑸エ）について説明を行った上で、Ａ

２は、職能等級は管理３級である一方、ライン長ではなく、職務ランク

が３ランクの業務に従事していることから、①「組織目標の達成度」の

評定に当たってはマイナス２点の補正がなされることになり、平成29年

度及び30年度のＡ２の仕事の達成度は満点の10点だったがこれにマイ

ナス２点の補正が入って８点になっている旨を説明した。組合は、皆が

同じ目標に向かって仕事を行うのに、低い役職（前記２⑺）・職務ランク

の人がマイナス補正をされて、役職の高い人がプラス補正をされるとい

うのは、業績評価という視点と矛盾すると主張し、会社は、Ａ２の離脱

量、グループ営業等での貢献への評価を述べつつ、ラインの副長以上は、

職務に部下のマネジメントなどが入ってくるため、その分職務ランクが

変わってくる旨を説明した。 

ウ 組合は、上長は人の評価を付ける以上、仕事に精通し、判断能力も施

策を考える力も人より長けていないといけないと述べ、会社は、上長と

いっても必ずしも精通した仕事に就けるわけではないからこそ、１次評

定者と２次評定者とが評定することになっていると説明した。 

組合が、等級基準表、評定基準表及び行動例に基づいて行動を評定す

るといっても、具体的にこの人のこの行動は８点にする、10点にすると

いった物差しがないことが問題である旨を述べたところ、会社は、５段

階の枠のどこに入るのかという評定をしている、それぞれの行動が何点

であると定めたルールはないし、そもそもあらゆる行動をこれは何点だ

といって計算して出すことは難しいと述べた。組合は、付ける人が変わ

れば点数が変わると述べ、会社は、その可能性を考慮するからこそ複数

の人間が評定する仕組みにしていると説明した。 

エ 組合は、Ａ２の業績考課の評定を追及する中で、平成30年度の「リス

ク管理・コンプライアンス」の評定要素に記載されていた未申告の時間

外労働（前記３⑵ア）及び同年度の「上長補佐・チーム貢献」の評定要

素に記載されていた、担当内のファイリング推進員に指名されたときの
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対応（同）について、組合としての意見を述べ、会社は会社としての考

えを述べた。 

⑵ 令和２年６月18日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付

した。この書面では、元年11月27日付けの回答書での会社の回答内容が繰

り返されていた。 

２年７月１日、会社は、組合に対し、職務ランク要則（前記２⑶）を送

付した。 

８ 第３回団体交渉とその後のやり取り 

⑴ ７月７日、組合と会社とは、第３回団体交渉を行った。 

第３回団体交渉における主なやり取りは、以下アからエまでのとおりで

ある。 

ア 会社は、改めて職務ランクに基づく点数補正（前記２⑸エ）について

説明をした。組合は、Ｂ３ＳＣの副長未満の人たちは職務ランクが３ラ

ンクなのかと質問し、会社は、基本的には３ランク以下となるが、担当

課長の職務ランクは違うランクになると説明した。組合は、どのような

仕事をすれば職務ランクが４ランクになるのかと聞き、会社は、職務ラ

ンク要則を引用して、専任職位や一般職位の者の中で、職務ランクが４

ランク以上とされるのは、ライン長と同じレベルの責任内容にある者で

あり、具体的にはそれぞれの業務によって判断していく（前記２⑶）と

説明した。 

イ 組合は、Ａ２がＢ３ＳＣ以外でも契約を継続したり、離脱再獲得をし

たり、グループ営業に貢献したりして実績を上げたにもかかわらず、「日

常の業務遂行」としての「組織目標以外の成果・達成度」の評定要素（前

記２⑸イ）で考慮されていない理由を質問し、会社は、評定基準表に、

組織目標達成以外で会社業績の向上に大きく貢献する実績としては、特

許取得とか大口案件の紹介等が該当する旨が記載されており、それらに

は該当しないため考慮していない旨を説明した。 

ウ Ａ２の未申告の時間外労働（前記３⑵ア）及び担当内のファイリング

推進員に指名されたときの対応（同）について、前記７⑴エと同様に、

組合と会社とが、それぞれの意見や考えを述べた。 
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エ 組合は、Ａ２の令和元年度の業績考課の概要、Ｂ３ＳＣの組織目標に

対するＡ２及び他担当者それぞれの貢献割合、Ａ２に対するフィードバ

ック面接の記録のそれぞれについて、資料開示の要求を行い、会社は、

検討すると述べた。 

⑵ ２年８月20日、会社は、組合に対し、第３回団体交渉における組合から

の要求を受け、Ａ２の業績考課の概要（元年度分）、組織目標の達成に向け

たＡ２の取組実績（平成28年度から令和元年度まで）、フィードバック面接

の概要(元年６月及び２年６月実施分）を送付した。 

⑶ 10月９日、会社は、組合からの要求を受け、組合に対し、フィードバッ

ク面接の概要(平成29年６月及び30年６月実施分)を送付した。 

⑷ 令和２年10月19日、会社は、組合からの指摘を受け、組合に対し、前記

⑵で送付した組織目標の達成に向けたＡ２の取組実績（平成28年度から令

和元年度まで）を修正し再送した。この資料には、各年度のＢ３ＳＣの組

織目標の項目・各項目の目標値及び実績値と、各項目のＡ２の実績値及び

他の担当者の実績値の合計などが記載されていた。 

⑸ ２年11月13日、会社は、組合からの要求を受け、組合に対し、Ａ２の、

Ｂ３ＳＣ以外の契約獲得分（他所分）の契約電力量（平成29年度及び30年

度）等を記載した資料を送付した。 

９ 第４回団体交渉とその後のやり取り 

⑴ 令和２年11月16日、組合と会社とは、第４回団体交渉を行った。 

第４回団体交渉における主なやり取りは、以下アからオまでのとおりで

ある。 

ア 組合が、職務ランク４ランクに該当する役職や職務について質問を行

い、会社は、販売事業本部でいうと５ランクの副長と３ランクの主任の

業務の間くらいの業務が該当する旨、会社共通の制度のため、他部門の

ポストも参考にする旨などを説明した。組合は、Ｂ３ＳＣにおける職務

ランク分布（平成29年度から令和元年度まで）の資料開示を要求した。 

イ 組合が、職能等級と職務ランクの対応関係についてはどこに記載され

ているのかと質問し、会社が、人事考課を行う手引があり、それに記載

していると述べたため、組合が、開示の可否を問うと、会社は、評定者
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限りの資料であると述べた。 

組合は、基準を公開しないこと及び販売事業本部内において職務ラン

クが４ランクの管理監督職位が設定されていないことに疑問を呈した

上で、販売事業本部に所属する管理３級の人員数及びそのうち職務ラン

クが４ランクの人員数の資料開示を求めた。 

ウ 組合は、Ｂ３ＳＣではない他所分の離脱再獲得の評価について質問を

行い、会社は、他所分の獲得量は、「組織目標の達成度」で評価すること

はできないが、そのような積極的な取組については、「目標達成に向けた

プロセス」（前記２⑸イ）で評価しており、「日常の業務遂行」（同）とは

判断していない旨を説明した。 

組合は、会社として最も重要なはずの電力販売が軽視されているとし

て会社の評価制度に不満を述べ、会社は、組合の主張は分かるが、会社

としては、Ａ２の業績考課について評価の理由や経緯を説明してきてお

り、同じ話を続けていくことになる旨を述べた。 

エ Ａ２の未申告の時間外労働（前記３⑵ア）について、前記８⑴ウと同

様に、組合と会社とが、それぞれの意見や考えを述べた。 

オ 組合は、新たな要求として、Ａ２の管理２級への昇格と、その根拠と

して、平成27年度から令和２年度までの同人と同期同学歴の従業員の職

能等級及び職務ランクの推移の資料開示を、それぞれ会社に求め、要求

事項を記載した文書も送付する旨を伝えた。 

⑵ 12月８日、組合は、会社に対し、同日付けの「要求・申入れ書」を送付

した。この書面には、第４回団体交渉での要求事項を文書で改めて要求す

るとし、Ａ２はＳＣの従業員として特筆すべき営業成績を上げるなどして

おり、遅くとも10月１日には管理２級に昇格してしかるべきであるなどと

して、以下アからウまでの要求事項が記載されていた。 

ア Ａ２を10月１日付けで管理２級に昇格させること。 

イ Ａ２と同期同学歴者・事務職（80名余）の10月１日現在の職能等級及

びクラスを明らかにすること。 

ウ 併せて平成27年から令和２年まで各年10月１日時点のＡ２と同期同

学歴者・事務職の職能等級及びクラスと職務ランクを明らかにすること。



- 25 - 

同期同学歴者は番号により表示し、男女別として各人の年度ごとの動き

が分かるものとすること。 

⑶ 12月22日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付した。こ

の書面には、第４回団体交渉時の質問等に対する回答として、要旨以下ア

からオまでのとおり記載されていた。 

ア Ｂ３ＳＣにおける職務ランクの分布（平成29年度から令和元年度分ま

で）を開示する。 

イ 販売事業本部全体で管理３級157名中、職務ランクが４ランクの者は

11名いる（２年４月１日時点）。 

ウ 職務ランクに基づく点数補正（前記２⑸エ）については、評定手順に

関するものであり、評定者限りとして全社公開はしていない。 

エ 評定基準表の中で、「組織目標以外の成果・達成度」の評定要素につい

ては、「組織目標以外の日常管理業務や個人の業務を確実に遂行する」こ

ととしており、他所分の獲得は、組織目標達成に向けた取組の中で得ら

れた成果であり、上記に該当しないため、当該評定要素で評価するもの

ではない。 

オ 前記８⑸で送付した資料に記載漏れがあったため、差し替える。 

⑷ ３年２月５日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付した。

この書面には、前記⑵アからウまでの要求に対応して、要旨以下アからウ

までのとおり記載され、又は資料が添付されていた。 

ア 既に提示した職能等級要則に記載のとおり、職能等級昇進は、人事考

課に基づき現在の等級に求められる能力を十分に発揮するとともに一

段上位の等級の格付基準を満たすと判断されたときに行うこと（前記２

⑵）としている。Ａ２は、２年10月１日時点において上記の基準を満た

していないので、要求に応えることはできない。 

イ Ａ２と同期同学歴者・事務職の職能等級及びクラス 

この資料には、平成27年度から令和２年度までの各年10月１日時点に

おける、管理１級から３級まで及び主任１級・２級の該当人数並びに、

各等級内のクラス（ⅠからⅢまで）の該当人数の内訳が記載されていた

が、職務ランクの表示はなかった。 
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ウ 前記⑵イウで要求のあった資料について、上記イの資料のとおり提示

する。ただし、職務ランクを表示したり、同期同学歴者を番号により表

示したり、男女別により表示したりして各人の年度ごとの動きが分かる

ようにすると、個人が特定されるため提示できないので、理解を求める。 

⑸ ３年３月８日、組合は、会社に対し、同日付けの「回答書に対する再要

求並びに質問書、団交申し入れ」を送付した。この書面には、要旨以下ア

からウまでのとおり記載されていた。 

ア Ａ２を速やかに管理２級に昇格させること。 

イ 前記⑷イで提示のあった資料に、内数として女性の人数を明記し、各

年度とも「管理１級より上位の管理職数」、「退職者数」及び「総数」を

記載すること。 

ウ 連番と性別を記載しても個人の特定はできないから、前記⑵ウの要求

を再検討すること。 

⑹ ３月26日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付した。こ

の書面には、上記⑸アからウまでの要求に対応して、要旨以下アからウま

でのとおり記載され、又は資料が添付されていた。 

ア ２月５日付けの回答書に記載のとおり、Ａ２は、２年10月１日時点に

おいて昇格の基準を満たしていないので、要求に応えることはできない。 

イ Ａ２と同期同学歴者・事務職の職能等級及びクラス 

この資料には、前記⑷イの資料に、各職能等級の小計人数の部分にの

み内数として女性の人数が追記されるとともに、各年度とも「管理１級

より上位の管理職数」、「退職者数」、「総数」が追記されていた。 

ウ 連番と性別を記載すると個人が特定されるため提示できないので、ご

理解いただきたい。 

⑺ ３年４月20日、組合は、会社に対し、同日付けの「回答書に対する再要

求並びに質問書」を送付した。この書面には、要旨以下ア及びイのとおり

記載されていた。 

ア Ａ２の昇格要求に応えることができない根拠として、業績考課の概要

以外のものが何ら示されていないため、Ａ２の適性考課票（平成28年度

から令和２年度分まで）の提出を求める。また、組合としては、人材育
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成と人事考課は一体のものと考えるため、平成28年度から令和２年度ま

でのＡ２の育成計画及び育成の内容を明らかにすることを求める。 

イ 前記⑹イの資料には、各職能等級の小計人数の部分にのみ内数として

女性の人数が追記されているが、各職能等級内の各クラスの人数にも内

数として女性の人数を示すこと。 

⑻ ３年４月26日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付した。

この書面には、要旨以下アからウまでのとおり記載されていた。 

ア 適性考課票は、被評定者に開示することを前提としていないので、要

求には応じられない。 

イ Ａ２の育成については、毎年度の自己申告の面接等の機会に、組織目

標達成に向けての実績計上、及びそのプロセスを評価している点や今後

さらに伸ばしてもらいたい点を伝えるとともに、業務の中で必要な指

導・育成を進めてきている。 

ウ クラスは人事考課（業績考課）の査定符号に応じて決まる（前記２⑵）

ので、各クラスの人員数を記載すると個人の査定符号が特定されるため、

提示できない。連番と性別を記載した場合も、同様の現象が起きるため、

提示できない。 

10 第５回団体交渉とその後のやり取り 

⑴ ４月28日、組合と会社とは、第５回団体交渉を行った。 

第５回団体交渉における主なやり取りは、以下アからウまでのとおりで

ある。 

ア 組合が、Ａ２の適性考課と育成計画の概要の提示を求めたところ、会

社は、検討する旨述べた。 

イ 組合が、会社が３月26日付けの回答書においてＡ２と同期同学歴の従

業員のうち女性を摘示すると個人が特定されるので提示できないと述

べるが、女性がどのクラスに該当するのかを是非入れてほしいと述べた

ところ、会社は、女性の内訳も表示してしまうと、職能等級ごとに人数

を絞り込んでいったときに職務ランクと合わせて個人が特定可能にな

ってしまい、また、公表資料と照らし合わせるとその個人の査定状況も

分かってしまう（前記２⑵）ため難しいと説明した上で、特定されない
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部分については、記載を検討する旨を述べた。 

組合は、性差別の実態が浮かび上がるかもしれないとして、会社に対

し、Ａ２の入社年度を含む前後３年度分について、同様の資料開示を要

求した。 

なお、上記のやり取りの中で、組合が会社に対して職能等級要則の送

付を確認したところ、会社は、以前組合に対して送付した書類の中に職

能等級要則が含まれていたかをすぐに確認することはできないが、組合

の手元にないようであれば改めて送付する旨を述べた。 

ウ 会社が、前記９⑶イの回答について、そのほかに職務ランクが５ラン

クの者が22名いた旨を補足説明したところ、組合は、いずれにしても８

割近い人が、マイナス２点の補正対象になってしまうのは制度設計に問

題がある旨を主張し、会社は、問題があるとは考えてない旨を述べた。 

⑵ ５月18日、会社は、組合に対し、職能等級要則（前記２⑵）を送付した。 

７月２日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付し、第５

回団体交渉での組合の要求に応じて、以下アからエまでの資料を送付した。

また、回答書の中に、Ａ２の育成計画については、被評定者への開示を前

提としておらず、そのものの開示はできないが、Ａ２に対してはこれまで

に上長補佐・チーム貢献を意識した言動や日常業務遂行における確実性・

迅速性の向上等について指導・アドバイスを行っている旨、ＯＪＴの概要

については適性考課の概要を参照されたい旨が記載されていた。 

ア Ａ２の適性考課の概要（令和２年度分） 

イ Ａ２（昭和56年入社者）と同期同学歴者・事務職の職能等級及びクラ

ス（平成27年10月１日から令和２年10月１日まで） 

この資料には、組合の要求を受け、管理３級及び主任１級につき、等

級内の各クラスにおける女性の人数が内数として追記されていた。 

ウ 昭和55年入社者の同期同学歴者・事務職の職能等級及びクラス（平成

27年10月１日から令和２年10月１日まで） 

エ 昭和57年入社者の同期同学歴者・事務職の職能等級及びクラス（平成

27年10月１日から令和２年10月１日まで） 

⑶ ３年10月25日、組合は、会社に対し、同日付けの「11月10日団交に向け
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た要求書」を送付した。この書面には、要旨以下アからウまでのとおり記

載されていた。 

ア Ａ２の業績考課の原本（２年度分）を提示すること。検討に時間がか

かるのであれば、とりあえず概要を提出すること。 

イ ２年度のＢ３ＳＣの組織目標とＡ２の実績を提出すること。 

ウ Ａ２の適性考課票原紙のコピー（平成28年度以降分）を提出すること。

団体交渉が実りあるものとなるように、少なくとも概要の形で先に提出

すること。 

⑷ 令和３年11月２日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付

した。この書面には、要旨以下アのとおり記載され、また、上記⑶アから

ウまでの要求に対応する形で、以下イからエまでの資料が添付されていた。 

ア 会社は適性考課票の保存期間を３年と定めているので、保存期間内の

適性考課の概要（平成30年度及び令和元年度分）を提示する。 

イ Ａ２の業績考課の概要（２年度分） 

ウ 組織目標の達成に向けたＡ２の取組実績（２年度） 

エ Ａ２の適性考課の概要（平成30年度及び令和元年度分） 

⑸ ３年11月８日、組合は、会社に対し、同日付けの「11月10日団交に向け

た要求書２」を送付し、Ａ２の３年度の適性考課票の原本又は概要の提出

を求めた。 

⑹ 11月９日、会社は、組合に対し、Ａ２の適性考課の概要（３年度分）を

送付した。 

11 第６回団体交渉とその後のやり取り 

⑴ 11月10日、組合と会社とは、第６回団体交渉を行った。 

第６回団体交渉における主なやり取りは、以下アからオまでのとおりで

ある。 

ア 組合が、２年度の業績考課の内容確認を求めたところ、会社は、「組織

目標の達成度」については、個別対応先の契約維持や平均成約単価につ

いて目標達成に貢献しているが、離脱再獲得については実績計上に至っ

ていないことから８点であることなどを、業績考課の概要に沿って説明

した。組合が、８点からマイナス補正が入って６点になり、その他の評
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定要素の点数を合計して34点になり、総合評価がＢになるのかと問うと、

会社は、そうであると述べた。 

イ 組合は、「組織目標の達成度」の評定対象となる項目について質問し、

会社は、Ｂ３ＳＣの組織目標の形成過程（前記２⑸ウ）などを説明した。 

ウ 組合が、適性考課の中で、各職能等級に求められる「ある程度」や「ほ

ぼ」の判断根拠について質問したところ、会社は、業績考課での説明と

同様に、各職場、各業務遂行状況で異なるものであるため、一律の定量

的な基準は示しておらず、各評定者の判断になる旨を説明した。 

組合が、恣意的な判断となる可能性を指摘したところ、会社は、等級

基準表に基づく多段階評価によって恣意的な評価を排除している旨、人

事考課要則に評定者の遵守事項が規定されており（前記２⑷）、都度評定

者に周知を行っている旨などを説明したが、組合は、根拠になっていな

いなどと述べ、改めて考課票の原本の開示を求めた。 

エ 会社は、適性考課の考課票の保存期間が３年である旨を説明し、組合

は廃棄について不満を述べた。 

オ 組合は、元年度のＡ２の適性考課（職務適性）の概要の記載（前記３

⑵ウ）に不満を述べ、会社は、記載の理由を説明した。 

⑵ ３年11月11日、会社は、組合に対し、人達385号を送付した。 

11月29日、会社は、組合に対し、第６回団体交渉での組合からの質問に

対する同日付けの「回答書」を送付した。この書面には、要旨以下アから

ウまでのとおり記載され、Ａ２の適性考課の概要（平成28年度及び29年度

分）が添付されていた。 

ア 過去の裁判で会社が提出した考課票が原本であったかどうかという

点については、文書提出命令申立事件の決定に基づき、過年度の考課票

の原本を裁判所へ提出した記録が残っている。 

イ 考課票の保存期間については、人事考課要則において、業績考課及び

適性考課のデータ保管期間を３年としている（前記２⑻）。保存期間を超

過したものが残っていないのかという点については、システム上、保存

期間を超過したデータは自動消去されると認識していたが、令和元年12

月に導入した新システムは手動消去であったため、平成28年度以降の適
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性考課データは残存していることを確認した。ついては、Ａ２の平成28

年度及び29年度の適性考課の概要を提示する。 

ウ 次回の団体交渉の日程について、令和４年１月は出席者の業務の都合

等により開催が困難なため、２月上旬目途の開催で調整をお願いしたい。 

⑶ ３年12月６日、組合は、会社に対し、同日付けの「次回団交の早急な開

催及び実りある団交に向けた要求書」を送付した。この書面には、要旨以

下アからエまでのとおり記載されていた。 

ア 人事考課の概要では総合評価が分からないし、組合が提示を求める考

課票の原本はＡ２のもののみであり、提出しても個人情報の問題はない

から、改めて、平成28年度から令和２年度までの業績考課票及び平成28

年度から令和３年度までの適性考課票の原本の提示を求める。 

イ 考課が公正なものであるのかは、平成27年度から令和２年度までの、

Ｂ３ＳＣの組織目標である業務運営方針書及び業務実施計画書を踏ま

えて検討する必要があるため、これらの提示を求める。 

ウ 新システムでは保存期間を超えたデータの消去は手動消去というこ

となので、Ａ２の考課関連データを引き続き保存することを求める。 

エ 次回の団体交渉について、３年12月中の日程の提示を求める。 

⑷ 12月15日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付した。こ

の書面には、要旨以下アからエまでのとおり記載されていた。 

ア 過去の裁判において考課票の原本を提出したのは裁判所からの要請

に基づいて対応したものであり、裁判所からの法的要請ではないことか

ら原本提示に応じることはできない。 

イ 業務運営方針書及び業務実施計画書は、顧客の機微情報や、Ａ２以外

の所属員名及びその取組内容の記載を含むので、そのままの形で提示す

ることはできないが、可能な範囲で提示するので、確認したい事項及び

その理由を教えてほしい。 

ウ 考課票の保存期間は３年としており、保存期間を超えての残存が確認

された考課関連データについては順次廃棄する予定である。 

エ 次回の団体交渉について、12月中は会社の都合が付かないため、４年

１月中の開催に向けて日程調整をお願いしたい。 
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⑸ １月11日、組合は、会社に対し、同日付けの「次回団交の早急な開催及

び実りある団交に向けた要求書２」を送付した。この書面には、要旨以下

アからオまでのとおり記載されていた。 

ア Ａ２は８月末で定年となる。Ａ２の昇格問題が１日も早く労使交渉の

中で解決することを最重要課題と考えているため、１月中の団体交渉開

催を強く求める。 

イ Ａ２の業績考課票（平成28年度から令和２年度まで）及び適性考課票

（平成28年度から令和３年度まで）の原本提示を重ねて求める。会社が

考課を公正に行ったと主張するのであれば、提示に問題はないはずであ

り、原本提示をしないということは実質的な団体交渉拒否である。 

ウ Ｂ３ＳＣの業務運営方針書及び業務実施計画書（平成27年度から令和

２年度まで）の提出を求める。Ａ２の業績考課が公正であるかは、人達

385号に示された基準（前記２⑸ウ）に基づき、所属組織であるＢ３ＳＣ

の組織目標である業務運営方針書及び業務実施計画書を踏まえて検討

する必要がある。 

エ Ａ２の考課に関わる全てのデータの保存を求める。組合が開示を求め

る文書を破棄することは到底認められない。 

オ 次回の団体交渉について、４年１月25日又は27日での開催を求める。 

⑹ １月18日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付した。こ

の書面には、要旨以下アからエまでのとおり記載されており、別紙として、

Ｂ３ＳＣの業務実施計画書の抜粋（平成30年度から令和２年度まで）が添

付されていた。 

ア 組合からの強い要請を踏まえ、４年１月27日での団体交渉の開催を了

承する。 

イ 従前からの回答のとおり、考課票は被評定者に開示することを前提と

していないため、裁判所の要請以外での原本の提示は行わない。会社と

しては、依頼があった年度分につき、人事考課の概要を提示した上で説

明してきており、人事考課の内容確認には十分と考えている。 

ウ Ｂ３ＳＣの業務実施計画書については、お客様の機微情報や、Ａ２以

外の取組内容等の記載を含むため、可能な範囲で提示する。 
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エ 従前の回答のとおり、考課データの保管期間は３年としている（前記

２⑻）が、組合の強い要請を踏まえ、例外的に、保存期間を超えたＡ２

の考課データの保存を検討したい。 

⑺ １月20日、組合は、会社に対し、同日付けの「次回団交開催に関する申

入れ並びに要求書」を送付し、Ｂ３ＳＣの業務実施計画書（平成27年度か

ら29年度分まで）及び業務運営方針書（平成27年度から令和２年度分まで）

の提出を改めて求めた。 

⑻ ４年１月24日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付した。

この書面には、要旨以下ア及びイのとおり記載されていた。 

ア Ｂ３ＳＣの業務実施計画書は、所属員が閲覧できるグローバルファイ

ル（社内の共用ファイル）に保存しており、現時点で残存する平成30年

度以降のものを提示した。 

イ 業務運営方針書もグローバルファイルに保存しているが、Ｂ３ＳＣ単

独のものは存在せず、Ｂ２統括ＳＣの所管する範囲全体の業務運営方針

書になる。提示済みの、Ｂ３ＳＣの業務実施計画書（抜粋）（平成30年度

から令和２年度まで）の重点実施事項欄に記載されている事項のうち、

「（課）」の表示のない事項が、業務運営方針書にも記載のある事項となる。 

12 第７回団体交渉とその後のやり取り 

⑴ ４年１月27日、組合と会社とは、第７回団体交渉を行った。 

第７回団体交渉の経過の要旨は、以下アからカまでのとおりである。 

ア 組合が、業務実施計画書と業務運営方針書との関係を質問したところ、

会社は、Ｂ３ＳＣの組織目標の形成過程（前記２⑸ウ）を説明した。 

組合が、業績考課においては、「組織目標の達成度」及び「目標達成に

向けたプロセス」が対象となっているとして、プロセスが判断できる形

で業務実施計画書等の提示を求めたところ、会社は、以前の回答（前記

11⑹ウ）のとおり、お客様の機微情報や、Ａ２以外の取組内容等の記載

を含むため、開示できない旨を回答した。 

組合が、それでは考課の公正性、妥当性を組合として検証できないと

述べたところ、会社は、それについては、これまで、業績考課の概要の

方で各評定要素に対して提示をしたと考えている旨を述べた。 
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イ 組合が、会社から提示のあったＢ３ＳＣの業務実施計画書（前記11⑹）

に記載されている組織目標について、個人に割り当てられる目標がある

のかを質問したところ、会社が、離脱量や平均成約単価に関しては、担

当者個々に目標は与えていないが、グループ営業及び自己成長ポイント

の項目に関しては、一人当たりの目標を設定していると回答したため、

組合は、そうだとすると会社の従前の回答（前記６⑸ア）が誤っている

と指摘し、会社は従前の回答の誤りを認めた。 

ウ 組合が、会社からの提示がなかった、平成29年度以前のＢ３ＳＣの業

務実施計画書の提出について質問したところ、会社は、文書保存期間を

説明した上で、会社のグローバルファイルを確認したところ、30年度以

降のものしか保存されておらず、29年度以前のものはデータ登録上廃棄

となっていた旨を説明した（前記11⑻ア）が、改めて社内で再度確認し、

存在が確認できれば提示する旨を回答した。 

エ 組合が、例えば30年度でみると、会社から提示のあったＢ３ＳＣの業

務実施計画書（前記11⑹）には、組織目標の管理項目として７項目が記

載されているが、会社から提示された組織目標の達成に向けたＡ２の取

組実績（前記８⑷）においては、２項目（離脱量及びグループ営業情報

提供件数）しか記載がないことを指摘し、理由を質問したところ、会社

は、業務実施計画書の組織目標の管理項目は、情勢の変化が激しく毎年

度変更され、年度途中で追加されることもある旨を説明した上で、「組織

目標の達成度」の評定対象となる組織目標は限定していると述べた。組

合は、所属組織の業務実施計画書等の組織目標を評定対象とする旨を記

載する人達385号（前記２⑸ウ）と相違する運用である旨を述べ、会社は、

業務実施計画書上の管理項目全てが、「組織目標の達成度」に該当する項

目に該当するわけではない旨を述べた。 

オ 組合は、改めて業績考課票の原本提示を求め、会社は、繰り返しにな

るが、原本は開示を前提としていないため概要を提示しており、業績考

課の内容を確認するには十分な資料を提示していると述べた。 

組合が、概要には全てが書かれていないから原本が本当に概要のとお

りなのかが確認できないと述べたところ、会社は、繰り返しになるが原
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本を提示することはできないと述べた。 

カ 組合が、適性評価の５段階の評定（前記２⑹ア）の方法として、「ほぼ」

とか「ある程度」とか「十分に（有している）」という評定は上司の主観

に基づく判断になると思うが客観性をどのように担保しているのかと

質問したところ、会社は、繰り返しになるが、等級基準表等の公開して

いる基準に基づき、一人の評定者によらず、多段階で評価をすることに

より、主観的な評価にならないようにしている旨を回答した。組合が、

例えばＡ２の30年度の適性考課の「情報展開力」の評定要素について、

「ある程度有している。」と評価されているが、どのように評価したのか

の説明を求めたところ、会社は、Ａ２は管理３級なので、等級基準表上、

所管業務関連の情報を広範に収集して分析、加工し、業務に有効に活用

することが求められており、これに対して管理２級に求められるものは、

情報を収集して活用するだけでなく、さらに傾向を見出して何をすべき

かを関係者に情報提供できるレベルなので、こうした行動を取れば「情

報展開力」を「十分に有している」という評価になると説明した。 

組合が、適性考課の評定における「ある程度」、「ほぼ」、「十分」の違

いが分からないため具体的な事例を示してほしい、Ａ２は、グループ営

業情報提供件数などにおいて他の人より優れた営業成績を上げている

などと述べたところ、会社は、営業成績については、（適性考課ではなく）

業績考課の方で評価をしており、「組織目標の達成度」の評定要素におい

て満点の評価をしている、事例については、以前提示した行動例（前記

５⑷）に管理３級や管理２級の行動例が載っているのでその違いを見て

ほしいと述べた。 

組合が、行動例を見ただけでは、このくらいできれば「ほぼ」、これだ

ったら「十分」という判断が分からないと述べたところ、会社は、そう

いうふうに点数でぴしゃっと決められるものではない、だからこそ多段

階評価をしていると述べた。 

組合が、結局主観が入ると思う、物差しを示してほしい、物差しが曖

昧なら評定者の思いが加味されると判断せざるを得ないと述べたとこ

ろ、会社は、これも以前から何度も述べているが、例えばレポートを何
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枚出したら何点になるという定量的な設定はできないので理解してほ

しいと述べた。これに対して組合は、評定に性による偏りがないか、会

社全社で、検証する必要がある、適性評価のところで、ほぼとか、ある

程度とかの基準について、ジェンダーバイアスが入っていないか会社と

してチェックする必要があると述べ、会社は、別途回答する旨を述べた。 

⑵ 令和４年２月４日、会社は、組合に対し、同日付けの「ご連絡」をメー

ルで送信した。この文書には、第８回団体交渉について、「会社側出席者の

業務の都合上、２月中旬から３月下旬までは開催が困難であるため、開催

は４月以降となること」に理解を求める旨が記載されていた。 

⑶ ２月７日、組合は、会社に対し、同日付けの「次回団交開催に関する申

入れ」を送付し、その中で、Ａ２が８月末で定年を迎えるため、組合は、

Ａ２の昇格問題が１日も早く労使交渉の中で解決することを最重要課題

と考えており、別組合との春季交渉があるとしても２月後半から３月下旬

まで交渉ができない理由とはなり得ないとして、組合との２時間の交渉時

間を確保できないとする理由を具体的に示すこと等を求めた。 

⑷ ２月14日、会社は、組合に対し、第７回団体交渉での組合からの質問に

対する「回答書」を送付した。この書面には、要旨以下アからオまでのと

おり記載されていた。 

ア 業務運営方針書については、Ｂ３ＳＣ単独のものは存在せず、Ｂ２統

括ＳＣの所管する範囲全体のものになる。文書の保管についてＢ２統括

ＳＣに確認したところ、平成27年度及び28年度の業務運営方針書はグロ

ーバルファイルの自動削除期限に従ってすでに削除済みであり、29年度

のものは残存を確認した。 

また、27年度から29年度までのＢ３ＳＣの業務実施計画書は、グロー

バルファイルの自動削除期限に従って既に削除済みである。 

イ 販売事業本部からの組織目標に関する通達については、各統括ＳＣ宛

てであり、Ｂ３ＳＣに直接通達されるものではないが、参考として令和

２年３月６日付けの「販達第26号『2020年度販売事業本部業務運営方針』

について」を提示するが、その内容については、営業上の機微情報を含

むため提示できない。Ｂ３ＳＣの組織目標は、販売事業本部から通達の
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ある組織目標に基づくものになるが、そのうち法人業務（営業）担当者

が取り組む組織目標は、既に提示している組織目標の達成に向けたＡ２

の取組実績（前記８⑷、10⑷ウ）に記載のものになる。これらの組織目

標は、人達385号における組織目標に該当する。 

ウ 適性考課の「情報展開力」及び「決断力」について、「ほぼ」、「十分」

等を判断するための具体的な事例に関し、適性考課の各評定要素は、全

社公開している等級基準表を基に評価することとしており、繰り返しに

なるが、定量的な評定基準は示していない。具体的な事例は、Ａ２の適

性考課の概要に記載した「評定概要」欄をみていただくことになる。 

エ 会社は、人事考課の結果に基づき、Ａ２が一段上位の等級の格付基準

を満たすとは判断していないため、Ａ２の職能等級昇進はない旨を繰り

返し説明しており、また、職能等級昇進時期は、職能等級要則により、

毎年10月１日と定められている。次回の団体交渉開催日について、４年

２月後半は会社側出席者の業務の予定が詰まっており、会議室の予約も

できないことから、会社の都合がつかず、３月以降も年度末ということ

もあって春季労使交渉以外の業務も含め、会社側出席者の業務は繁忙を

極める上、組合との団体交渉開催に要する諸準備にも時間を要すること

から、組合の希望する時期の開催は困難であるとの考えに変わりはない。 

オ 会社の評定基準となる、評定基準表及び等級基準表において、ジェン

ダーバイアスを生じさせるような評価項目はない、会社の人事考課要則

においても、評定は、公正に行い、私情によって左右されてはならない

旨が規定されており（前記２⑷）、毎年の評定時期にその旨の周知徹底を

行っている、組合提案のように、ジェンダーバイアスに係る記述がない

か各人の人事考課内容を全件調査するようなことは考えていない。 

⑸ ２月21日、組合は、会社に対し、同日付けの「団交開催に関する再々申

入れ」を送付した。この文書には、要旨以下ア及びイのとおり記載されて

いた。 

ア 会社の態度は８月に定年を迎えるまでに労使協議でＡ２の昇格問題

を解決する意思のないことを表明し、あれだけの営業成績を上げ会社業

績に貢献してきたことを認めないと公言するに等しい。 
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イ ①３月２日、②３月３日、③３月７日のいずれかの日程で団体交渉の

開催をするよう、再検討を強く求める。 

⑹ ２月25日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付した。こ

の文書には、要旨以下のとおり記載されていた。 

Ａ２の職能等級昇進がないと回答した（前記⑷エ）のは、解決する意思

がないことを表明したのではなく、組合の要求に応じられないということ

である。Ａ２の営業成績については、適切に評価してきたことを繰り返し

説明している。 

第８回団体交渉の日程については、既に回答した（前記⑵、⑷エ）とお

り、組合の希望日程での開催は困難であるとの考えに変わりはない。 

⑺ ３月３日、組合は、会社に対し、「2022年２月14日、25日会社回答への反

論並びに要求書」を送付した。この書面には、要旨以下アからエまでのと

おり記載されていた。 

ア 残存している平成29年度業務運営方針書の提出を求める。 

イ 会社の回答では、人達第385号と、第７回団体交渉での会社の発言との

整合性の確認が取れないため、改めて通達文の提出を求める。 

ウ Ａ２の平成30年度適性考課の評定概要欄を用いて「ほぼ」、「ある程度」

等の水準の具体的な説明を６項目全てに求める。また、Ａ２の令和２年

度の業績考課（概要）に関し、評定要素ごとに評価点数と最終的な評価

結果を明らかにするよう求める。 

エ 会社が４年３月中の団体交渉開催を頑なに拒むため、①４月１日、②

４月５日、③４月６日のいずれかの日程での開催を求める。 

⑻ ３月８日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付し、第８

回団体交渉について、組合の度重なる要請を踏まえ、会社側出席者の都合

等が合う４月６日に開催する旨を回答した。 

⑼ ３月23日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付し、組合

からの前記⑺の要求について、要旨以下アからウまでのとおり回答した上

で、Ａ２の令和２年度の業績考課について、評定要素ごとの評価点数と最

終的な評価結果を明らかにした。 

ア 残存している平成29年度業務運営方針書については、当該年度の業務



- 39 - 

実施計画書を削除済みのため、前記11⑻イのような提示ができない。 

イ 第７回団体交渉での会社の発言の趣旨は、販売事業本部からＢ２統括

ＳＣへ通達される業務運営方針に基づき、Ｂ２統括ＳＣの所管する範囲

全体の業績目標が策定され、それを基にＢ３ＳＣの組織目標並びにＢ３

ＳＣの所属員が取り組む組織目標が決まってくるというものであり、販

売事業本部からＢ２統括ＳＣへの業務運営方針の通達文の中に、業績考

課の「組織目標の達成度」に関する記載があると発言したわけではない。 

ウ 適性考課の各評定要素については、等級基準表に基づき、現在及び一

段上位の職能等級の格付基準に対して具体的な業務遂行状況を通じて

発揮された能力の程度を評価することとしており、繰り返しになるが定

量的な評定基準は示していない。しかし、そのことをもって、評定者の

主観によって決められると主張するのは極めて一方的である。詳細は既

に提示している適性考課の概要の記載を確認されたい。 

13 第８回団体交渉とその後のやり取り 

⑴ 令和４年４月６日、組合と会社とは、第８回団体交渉を行った。 

第８回団体交渉の経過の要旨は、以下アからキまでのとおりである。 

ア 会社が、平成29年度のＢ３ＳＣの業務実施計画書は削除済みであると

述べたため、組合が、会社から当該年度の組織目標の達成に向けたＡ２

の取組実績の提示を受けたが、そのバックデータとなる業務実施計画書

は手元にないということかと述べたところ、会社がないと述べたため、

組合は、Ａ２が個人で保管していた当該年度の業務実施計画書のデータ

を会社に送ると述べた。 

イ 組合は、改めて、人達385号の記載と業績考課における「組織目標の達

成度」の評定対象項目との関係について質問し、会社は、Ｂ３ＳＣの組

織目標の形成過程（前記２⑸ウ）について改めて説明を行った上で、前

記12⑷イで回答した内容の説明を繰り返した。組合が、「組織目標の達成

度」の評定対象項目を絞ることがどこにも書かれていない旨を指摘する

と、会社は、Ｂ３ＳＣの組織目標のうち、Ａ２が担当している業務と直

接関係がない目標もあり得るため、Ａ２が業務として取り組んでいる範

囲で「組織目標の達成度」を評価していると説明した上で、別途回答す
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る旨を述べた。 

ウ 組合が、女性の昇格者がこれほどに少ない理由はどこにあるのか、会

社が考えている原因はどこにあるのかを教えてほしいと述べたところ、

会社は、課題認識を持つべきという組合の主張は承るとしかいえないが、

会社としては、性別によって恣意的に差別するような人事考課制度には

なっておらず、ジェンダーバイアスによる偏りはないと考えており、会

社として公正適正と考える人事考課に基づく結果としかいいようがな

いため、議論が成り立ちにくいと受け止めている旨を述べた。 

エ 会社が、Ｂ３ＳＣとＢ９営業所の事務系の査定評価の分布は、女性の

方が査定符号が良好な面もあり、男女間格差が認められるような分布に

はなっていない（前記５⑷、６⑸イ）と述べると、組合は、評価分布が

女性の方が高いにもかかわらず、なぜ昇格者が少ないのかと質問し、会

社は、業績考課と適性考課という２種類の考課を分けてやっており、適

性考課においては、一段より上位の職能等級において十分に活躍できる

かという観点でやっていると述べ、組合は、Ａ２の営業成績をみれば管

理１級になっていないとおかしく、会社全体を見回して、女性がなぜ管

理職になれないのかをきちんと検証すべきだと述べた。 

オ 組合が、適性考課の概要の、「ほぼ」、「ある程度」、「十分」の判断評価

の根拠について質問したところ、会社は、定量的に測ることは困難なの

で等級基準表と照らし合わせながらの評価となる旨を述べた。 

組合は、定量的に測れないのであれば、等級基準表や行動例に照らし

合わせてどうやって判断するのか、評定者の主観ではないかと述べ、会

社が、等級基準表の記載とその人の具体的な事実とを見比べ、どれに近

いかを判断すると述べたところ、組合は、それでは判断がバラバラにな

るのではないか、物差しがないと述べ、会社は、その点は多段階評価に

よって公平性及び公正性を担保していると述べた。 

組合が、等級基準表では何も細かく決まっていないと述べたところ、

会社が、会社内の全部の業務に対して一つ一つ細かく書くことは現実的

に不可能であると述べたため、組合は、評定の項目を更に細かく作ろう

と思えば作れるのに会社は作っていない、このような曖昧な等級基準表
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は物差しとはいえないと述べ、会社は、繰り返しになるが、レポートを

何枚出したら「ほぼ」になるとか、「ある程度」になるとか、そのような

定量的な基準の設定は困難であると述べた。組合が、それだと評定者の

主観によることになり、評定者の思いや感覚が入ると述べ、会社は、繰

り返しになるが、その点は等級基準表に照らして評価すると述べた。 

組合が、どうなったら「ほぼ」、「ある程度」、「十分」になるのかを教

えてほしい、適性考課の結果によって、業績評価と違う結果で昇格する

かしないかが決まるとすれば、どういうレベルが必要なのかが分からな

いと、判断根拠が明確でないため評定者が物差しになり、それが女性の

昇格が少ない理由につながっているのではないか、などと述べたところ、

会社は、等級基準表を基に評定をしていると述べた。 

カ 組合が、適性考課の職務適性の「行動・人物特性」も多段階評価にな

っているのかを確認したところ、会社は確認して回答する旨を述べた。 

キ 次回の団体交渉開催日 

組合は、次回の団体交渉は令和４年５月23日か27日のいずれかで設定

することを早急に検討してほしいと述べ、会社は、今は日程を決められ

ないので別途調整して回答すると述べた。 

⑵ ４月13日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付した。こ

の文書には、要旨以下アからエまでのとおり記載されていた。 

ア Ａ２から提供のあった、平成29年度のＢ３ＳＣの業務実施計画書を別

紙のとおり提示する。 

イ 人達385号には、「組織目標の達成度・組織目標達成に向けてのプロセ

スの評定については、所属組織の業務実施計画書等の組織目標を評定対

象とする。」と記載されており（前記２⑸ウ）、その中で、実際の達成度

評定においては、所属組織において本人が取り組む目標項目、かつ、本

人の達成状況が把握できる目標項目が評定対象になると考えるため、従

前提示した（前記８⑷、10⑷ウ）「組織目標の達成に向けたＡ２の取組実

績」に記載のものを、Ａ２の各年度の業績考課における「組織目標の達

成度」評定の対象としていることについては、人達385号の記載内容に沿

っていると考える。 



- 42 - 

ウ 「行動・人物特性」は職務適性のうちの一つであり（前記２⑹イ）、評

定においては、１次評定者、２次評定者等による多段階評価としている。 

エ 組合から示された日程は、出席者の業務の都合等により両日とも会社

の都合が合わないため、候補日として、６月13日又は17日を提示する。 

⑶ ４月20日、組合は、会社に対し、同日付けの「2017年度業務実施計画書

等自動削除済み文書復活の要求書」を送付し、平成29年度のＢ３ＳＣの業

務実施計画書及び会社回答の基礎となったバックデータ等の電子文書の

復活並びに30年度Ｂ３ＳＣの業務実施計画書及び会社回答の基礎となっ

たバックデータ等の電子文書の保存期間の延長・開示を求めた。 

⑷ 令和４年４月28日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付

した。この文書には、要旨以下ア及びイのとおり記載されていた。 

ア 電子文書の復元が可能であることは承知しているが、業務実施計画書

等の保存に関しては、グローバルファイルの自動削除期限に基づく削除

が適切な取扱いであると考えており、削除済みの電子文書を復元させる

ことは考えていない。 

イ これまで提示した以上のバックデータ等の開示は考えておらず、グロ

ーバルファイルの自動削除期限に基づき順次削除されていく電子文書

の保存についても、考えていない。 

⑸ ５月16日、組合は、会社に対し、同日付けの「６月13日団交にむけた要

求書」を送付した。この文書には、要旨以下アからウまでのとおり記載さ

れていた。 

ア 組織目標の達成に向けたＡ２の取組実績（３年度）の提出を求める。 

イ ３年度の業績考課及び適性考課の概要について、各項目の評価点を記

載の上、提出を求める。 

ウ 上記⑷の会社の回答は遺憾である。デジタルデータでなくとも文書で

の保管は可能であり、改めて保全を求める。 

⑹ ４年５月31日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付した。

この文書には、要旨以下アからウまでのとおり記載されており、別紙とし

て、組織目標の達成に向けたＡ２の取組実績（３年度）が添付されていた。 

ア 上記⑸アの要求について、提示する。 



- 43 - 

イ 上記⑸イの要求について、業績考課については、６月末に入力等が完

了するため、７月以降に概要を提示する。なお、４年度の適性考課につ

いては、10月末に入力等が完了する。 

ウ 上記⑸ウの要求について、文書保存が可能かを検討するため、保存を

希望する文書名及び保存を希望する理由を教えてほしい。 

14 第９回団体交渉とその後のやり取り 

⑴ ６月13日、組合と会社とは、第９回団体交渉を行った。 

第９回団体交渉の経過の要旨は、以下アからオまでのとおりである。 

ア 組合が、会社から提示のあったＡ２の取組実績（前記８⑷、10⑷ウ、

13⑹）について、Ａ２は素晴らしい成績を上げていると思うが、評価は

Ｃぐらいにしかいかないのはなぜか、Ａ２以外の、その他としてまとめ

て記載されている者の個人別の数字を出してもらいたい、また、併せて、

Ａ２に対するプロセスの評価が公正にされていたのかを検証するため

に、そこに組織目標として取り上げられていない業務実施計画書にある

各項目についての、Ａ２以外の取組状況（組織目標の項目以外のプロセ

スで評価した項目についての各自の取組実績）を示してもらいたいと述

べ、会社は別途回答すると述べた。 

イ 組合が、前記13⑹ウの回答は、文書の復活が可能という趣旨かと質問

したところ、会社は、削除されたものは基本的には復元できないと考え

ているが、復元には費用もかかるので、組合が、目的、理由をもう少し

明らかにしてもらえれば、会社として検討できる旨を述べた。組合が、

これだけ組合と団体交渉で議論になっているデータをなぜ期限が来た

ら廃棄するのか、保存期間を延長すればよいのに、それをしないで期限

が来たから捨てたというのは問題であると述べたところ、会社は、①会

社としては、Ａ２の評価が正しいかどうかをお互いに検証する上で必要

な資料は提示してきたと認識しており、評価の適正さについても、両者

の合意とか納得には達していないかもしれないが、会社の評価の仕組み

を説明して、議論を重ねている、②その上で、文書の保存については検

討する余地があるので、なぜその現物が必要なのか、会社が提示した資

料のどこに不足があるのか、もう少し理由を挙げてもらえないかと述べ
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た。 

組合が、会社が提示した資料の正しさを検証する方法は、原本を確認

するほかないと述べたところ、会社は、団体交渉において会社が提示し

たものについて信ぴょう性がないとお考えなのであればそれが組合の

見解だから致し方ないと述べた。 

ウ 組合が、上司との間で行われる面接及びその記録について質問したと

ころ、会社は、会社における面接の仕組み（前記２⑷）を説明した。組

合が、フィードバック面接の記録は開示されないのかと質問すると、会

社は、従前の回答（前記８⑵⑶）で提示している旨を回答し、３年６月

実施分も提示可能である旨を述べた。 

エ 会社の前記13⑹イの回答について、組合が、職能等級昇進が10月１日

付けである（前記２⑵）こととの整合性を確認したところ、会社は、別

途回答すると述べた。また、組合が、Ａ２の４年度の適性考課の概要の

提示を求めたところ、会社は、概要を提示する旨を回答した。 

オ 組合が、Ａ２の定年退職が８月末に迫っているので、Ａ２の管理２級

への昇格について、会社として、労使協議の中で解決する決断をしてほ

しい旨を述べた上で、前記５⑷及び６⑸イで提示のあった資料について、

３年度までのものを提示してもらいたい、などと述べたところ、会社は、

資料要求は別途書面でもらいたい旨を述べた。 

⑵ ６月15日、組合は、会社に対し、同日付けの「６月13日団交に関する質

問並びに次回団交要求」を送付した。この書面には、第９回団体交渉での

組合からの口頭質問の補足として、要旨以下アからウまでの要求事項が記

載されていた。 

ア ２年１月31日付けの回答書別添のＢ３ＳＣとＢ９営業所の事務系従

業員の査定評価の分布（平成28年度から30年度まで）に関し、分布内訳

が男女別のみとなっており、Ａ２への評価の公平性を検討する必要から、

男女別・資格等級別の分布の提示を求める。併せて、令和元年度から３

年度までの分布についても、男女別・資格等級別での提示を求める。 

イ 評価の公平性を検討するため、Ｂ２統括ＳＣ大に所属する事務系従業

員の平成28年度から令和３年度までの査定評価分布を男女別・資格等級
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別に提示を求める。 

ウ 組合は、団体交渉の席上で、次回は４年７月13日又は14日の開催を求

めており、会社の返事を求める。 

⑶ ６月21日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付した。こ

の書面には、要旨以下ア及びイのとおり記載されていた。 

ア 組合が示した日程は会社の都合が合わないため、８月２日又は４日の

日程を提示する。 

イ 組合との団体交渉は、元年10月30日に第１回が始まり、次回で第10回

となるが、組合の要求事項であるＡ２の業績評価や昇格等について、こ

れまで可能な限りの資料を提示したほか、誠意をもって説明してきたと

強く認識している。これまでの計９回の団体交渉における書面での質疑

応答や資料提示を経た現在、会社としては提示可能な資料は提示し、説

明もし尽くしたと考えており、また、組合の質問や資料開示要求の内容

は、従前の繰り返しが多くなってきていることから、組合の要求事項に

ついてこれ以上団体交渉を重ねても、何ら進展は見込めない段階に至っ

ているといわざるを得ない。したがって、次回の第10回をもって団体交

渉を打切りとさせていただきたいと考えている。 

⑷ ４年６月30日、組合は、会社に対し、同日付けの「６月21日会社回答に

厳重に抗議し、以下要求します」と題する書面を送付した。この書面には、

要旨以下アからウまでのとおり記載されていた。 

ア 上記⑶の会社回答は、最も重要な労働条件である格付・賃金格差問題

の解決を求める組合との団体交渉をないがしろするものである。そもそ

も、会社は、人事考課制度についての組合からの質問にまともに回答し

てこなかった。次回をもって団体交渉を打切りとする会社の回答は全く

理解できず、ただ団体交渉をしたくないという団体交渉拒否、不当労働

行為という以外になく、このような会社の姿勢に対し、厳重に抗議する。 

イ 第８回団体交渉で会社が回答するとした項目につき、前記⑵の追加質

問と合わせて、７月５日までの回答を求める。 

ウ 次回団体交渉については、８月２日の日程確保を求めるが、７月中の

開催を引き続き強く求める。 
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⑸ ７月５日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付した。こ

の書面には、第９回団体交渉での組合からの質問及び前記⑵の要求書に対

する回答として、要旨以下アからカまでのとおり記載されていた。 

ア Ｂ３ＳＣの業務実施計画書及びバックデータは、平成28年度及び29年

度分については削除済みであり、復元させることもできない。30年度分

は削除済みだが、復元は可能な状況である。令和元年度分以降はグロー

バルファイルにおいて保存中である。 

イ 組織目標の達成に向けたＡ２の取組実績の、他担当者の実績の合計に

ついて、匿名での各人の個別の実績を提示する。なお、上記アのとおり、

平成30年度以前の分については、業務実施計画書及びバックデータを削

除済みのため、提示できない。 

ウ 職能等級昇進が10月１日発令のため、適性考課の評定内容については

９月末までに確定しているが、評定者の負担等も考慮し、システム入力

可能な期限は、余裕を持たせて10月末で設定している。 

エ 前記⑵アイの資料要求については、令和２年１月31日付けの回答書別

添のＢ３ＳＣとＢ９営業所の事務系従業員の査定評価の分布（平成28年

度から30年度まで）（前記６⑸イ）のとおり、分布にはばらつきがあり 、男女

差別による作為的な分布の偏りも見られないため、組合の要求する評価

の公平性を検討するための分布については、当該資料により満たしてい

ると考えることから、これ以上の査定評価の分布データの提示はしない。 

オ 組合は、会社が人事考課制度についての組合からの質問にもまともに

回答してこなかったというが、第１回団体交渉以来、人事考課制度に関

しては、会社として、評価基準や考課概要等、組合の要求に応じて可能

な限りの資料を提示してきたほか、組合からの質問についても誠意をも

って説明してきた。しかし、組合は、第１回団体交渉から第９回団体交

渉に至るまで、基本的に、評価基準は定量的に判断できるものでないと

おかしい、Ａ２は極めて優秀な営業成績を上げており、査定符号がＢや

Ｃであることはおかしい、Ａ２のような優秀な従業員が管理３級である

ことはおかしいといった主張を毎回繰り返しているのが実態であるこ

とから、これ以上団体交渉を重ねても何ら進展は見込めない段階に至っ
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ていると考えざるを得ず、会社としては、次回の第10回をもって団体交

渉を打切りとしたいと考えていることを伝えている。 

カ 次回の団体交渉については、令和４年８月２日としたい。これより早

い日程は会社が対応できない。 

15 第10回団体交渉とその後のやり取り 

⑴ ８月２日、組合と会社とは、第10回団体交渉を行った。 

第10回団体交渉の経過の要旨は、以下アからカまでのとおりである。 

ア 組合が、７月５日付けの会社回答（前記14⑸エ）はゼロ回答であり残

念である、意図しない男女差別を点検するための良い資料になると思う

がなぜ資料を出せないのか、と述べたところ、会社は、前記６⑸イで提

示した査定評価の分布を見てもらえれば男女の偏りがないことが分か

るから、この資料によって評価の公平性は十分検討できると述べた。 

組合が、会社が提示した別の資料（前記10⑵イ）では、なぜ女性の管

理職がこんなに少ないのかと疑問を呈したところ、会社は、定められた

人事考課制度の中で、それを適正に運用した結果であり、制度的に男女

の差別が発生するような制度にはなってないと考えている旨を述べた。 

組合は、制度自体はそうだとしても、その制度を運用するときに査定

者の判断の中に男女のバイアスがあって、結果として女性の昇格が遅れ

るということが起こる旨を述べ、そもそも会社には評価の物差しが何も

なく、人が人を評価してきたことが根本的に間違っており、公平・公正

だというのであれば、きちんとした物差しを見せてほしいと述べた。こ

れに対し、会社は、会社としては、原本ではなくとも議論のできる内容

の概要を提示しており、また、ジェンダーバイアスがかかっていない制

度をきちんと作って適正に運用することが重要だと考えており、結果だ

けを見てそれが差別の証左だとは考えていない旨を述べた。 

イ 組合が、再度、評定における５点、４点の物差しを適切に説明してほ

しいと述べたところ、会社は、改めて、全てを定量的に物差しで測るの

は難しい、何をどれだけやったら５点になるという非常に単純な評価に

はならないので明確に申し上げるのは難しいと述べた。 

組合は、定量的なものがない、あるいは基準が明らかでないのであれ
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ば、評定者が主観で決めているということでよいかと述べたところ、会

社は、そういう話ではなく、仕組みとして、上長が評定したものを更に

その上長が評定をする多段階評定をして、バイアスがかからないように

していると述べた。 

組合が再び、何をもって５点、４点、３点とするのかの回答がないの

でこれを回答するように求めたところ、会社は、前記６⑶アの回答のと

おりであると述べた上で、改めて、評定基準表及び行動例に基づいて評

定をしている、六つの評定要素のうち「組織目標の達成度」については

「目標を達成した」とか「目標を大きく上回った」とか定量的な評価を

行い、残りの五つの評定要素についても、評定基準表及び行動例に基づ

いて評定しており、物差しがないというのは誤りであると述べた。 

組合が、５、４、３、２、１はどのように決めるのかを質問している

と述べたところ、会社は、それぞれの目標の内容も異なるので、２割を

達成したら「達成した」、１割だったらそれほどでもないといったことは

申し上げられないと述べた。 

組合は、それなら評定者の主観で付けるということではないかと述べ、

会社は、繰り返しになるが、だから多段階評定をしていると述べた。 

ウ 組合が、批判的なことを書けなくなるから考課票の原本開示はできな

いというのはどういうことかと述べたところ、会社は、開示を前提とす

ると部下から気に入られることしか書かなくなる可能性が高いという

意味であると説明したが、組合は、重ねて原本の開示を求めた。 

エ 組合が、会社は団体交渉を打ち切ると宣告している（前記14⑶イ、⑸

オ）が、そう主張する根拠は何かと述べたところ、会社は、組合の要求

に応じて可能な限りの資料を20数種類提示し、さらに組合からの質問に

ついても誠意をもって説明してきたつもりである、しかし、ここに至っ

て、進展が見込めない段階になっていると受け止めていると述べた。 

組合は、トップの成績を上げているＡ２の評価がなぜＳやＡにならな

いのかと質問し、会社は、評定要素が六つあるため、「組織目標の達成度」

だけ高くても、ＳやＡにはならない場合があると述べ、組合は、「組織目

標の達成度」での成績よりも他の評定要素でのマイナスが大きく影響す
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るという会社の考課の仕組み自体がおかしいと述べた。会社は、「組織目

標の達成度」も大事で、そこには、比重をかけているが、その他の評定

要素も、会社としては重要な項目だと考えている旨を述べた。 

オ 組合が、業績考課の評定を付ける前に、１年間の頑張りとか、取組み

とかを、なぜ上長と部下が話し合わない仕組みとなっているのかと質問

したところ、会社は、評定制度は、１年間の部下の仕事ぶりや業績をみ

て評定をするものであり、必ずしも、部下とすり合わせをして、その上

で評定しなければならないというものではないと考えており、会社の制

度もそういう設計にしていると述べた。 

カ 組合は、改めて、前記14⑵アイで要求した資料の提示を求め、会社は

別途回答する旨を述べた。また、組合が会社に対し、団体交渉が継続さ

れるということで良いかと確認したところ、会社は、別途検討の上で回

答する旨を述べた。 

⑵ ８月19日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付した。こ

の書面には、第10回団体交渉での組合からの質問に対する回答として、要

旨以下アからオまでのとおり記載されていた。 

ア 従前の回答の繰り返しになるが、考課票の原本については、被評定者

への開示を前提としていないため、裁判所の要請以外での原本提示はし

ない。会社は、依頼のあった年度分の人事考課の概要を提示した上で説

明をしてきており、人事考課の内容確認には十分と考えている。 

イ 従前の回答の繰り返しになるが、査定評価の分布にはばらつきがあり、

男女差別による作為的な分布の偏りもみられないため、組合の要求する

評価の公平性を検討するための査定評価の分布データについては、これ

以上の提示は行わない。 

ウ 従前の回答のとおり、Ａ２の管理２級への職能等級昇進はないため、

差額賃金等の支払もない。 

エ 従前の回答のとおり、会社としては、第１回団体交渉以来、人事考課

制度に関して評価基準や考課概要等、組合の要求に応じて可能な限りの

資料を提示したほか、組合からの質問に誠意をもって対応してきており、

組合の質問や資料開示要求は、従前の繰り返しが多くなっていると考え
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ている。第10回団体交渉における議論においても、組合の主張や要求内

容はこれまでの繰り返しとなっており、会社としては、組合の要求事項

についてこれ以上団体交渉を重ねても、何ら進展が見込めない段階に至

っているとの考えに変わりはない。したがって、会社としては、第10回

をもって団体交渉を打切りとしたいと考えている。 

オ Ａ２の４年度の適性考課については、10月末に入力等が完了するため、

11月以降にその概要の提示だけは行う。 

⑶ ８月26日、組合は、会社に対し、同日付けの「８月19日付け会社回答書

に対する抗議並びに申し入れ書」を送付した。この書面には、要旨以下ア

からオまでのとおり記載されていた。 

ア 会社は、Ａ２の格付が差別ではないというのであれば、組合が一貫し

て求めてきた資料開示と説明に誠意を尽くすべきである。団体交渉の打

切り通告は、正当な理由のない団体交渉拒否に該当する。 

イ 会社の男女間の賃金及び格付分離の実態にもかかわらず、会社は、制

度に性別によって決める要素は盛り込まれていないので差別はないと

断言し、組合は、男女間の格差がなぜ生じるのか、労使で検討すること

が不可欠であることを指摘してきた。抜きん出た仕事への貢献を示して

きたＡ２の賃金と格付が差別としか考えられないとする組合の指摘は

合理的で当然のものであり、これを何らの根拠もなく否定して団体交渉

を拒否することは男女平等という正義を踏みにじるものであり、性差別

を隠蔽しようとするものである。 

ウ 改めて考課票の原本提示等を求める。 

エ Ａ２の営業成績がほとんどトップであったことは明らかであり、Ａ２

への評価結果は誰の目からも理解不能であり、組合要求を拒否する会社

回答に厳重に抗議し撤回を求める。 

オ 会社は、これ以上の査定評価の分布データの提示はしないとのことだ

が、Ａ２の同期同学歴者の職能等級・クラス別の資料をみれば、男女に

明らかな格差が存在し、これは女性差別に基づく査定結果により生じて

いるものであるため、会社は誠実に資料を提供し説明を行うべきである。 

16 Ａ２の定年退職とその後のやり取り 
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⑴ ８月31日、Ａ２は、会社を定年退職した。 

⑵ ９月16日、会社は、組合に対し、同日付けの「回答書」を送付した。こ

の書面には、要旨以下アからオまでのとおり記載されていた。 

ア 会社は組合の要求事項であるＡ２の業績評価や昇進等について、計10

回の団体交渉を開催し、その中で可能な限りの資料を提示し、誠意をも

って説明してきたと強く認識しており、組合の見解は極めて遺憾である。 

Ａ２の業績評価に関しては、概要を提示した上で説明してきており、

また、フィードバック面接では査定符号のみが示されるが、組合の要求

に応じてＡ２の評価点数も開示するなど、誠意をもって対応してきた。 

組合が求める評価基準について、会社は、等級基準表、評定基準表、

行動例といった評価基準を示して説明してきたが、組合は、全てが定量

的に評価できる基準であるべきとの主張を繰り返し、議論は平行線とな

った。 

会社は、評定に当たっては、複数の評定要素があり、「組織目標の達成

度」のみで全体の評価が決まる仕組みにはなっていないことを何度も説

明したが、組合は、Ａ２は極めて優秀な営業成績を上げており、査定符

号がＢやＣであるはずがないといった趣旨の主張を繰り返し、会社の評

定の仕組みについて理解が得られない状況にある。 

Ａ２の昇進に関しても、会社は、職能等級要則の規定及び考課の概要

を示した上で、管理２級の格付基準を満たすと判断できず、職能等級昇

進はないと何度も説明したが、組合は、Ａ２のような優秀な従業員は管

理２級に昇進すべきという趣旨の主張を繰り返し、理解が得られない状

況にある。 

こうしたことから、計10回の団体交渉において、組合の質問や資料開

示要求は従前の繰り返しが多くなっており、組合の要求事項についてこ

れ以上団体交渉を重ねても何ら進展は見込めない段階に至っていると

いわざるを得ず、団体交渉を打ち切りたい旨を表明したものである。 

会社は、以上のとおりの状況判断をしており、Ａ２が定年退職したこ

とも踏まえ、団体交渉の継続は考えていない。 

イ 繰り返しになるが、考課票は被評定者に開示することを前提としてい
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ないので原本提示はしない。人事考課の概要について依頼のあった年度

分を提示しており、人事考課の内容確認には十分と考えている。 

ウ 繰り返しになるが、Ａ２の営業成績についてはこれまで適切に評価し

てきており、会社の業績考課の考え方は、定量的に評定できる部分につ

いては「組織目標の達成度」において実施し、日常業務における業務プ

ロセスや意識・態度も評定の対象として多面的に評価することとしてい

る。Ａ２の職能等級昇進についても繰り返し説明しており、回答の撤回

はしない。 

エ Ａ２の同期の資料について、会社としては、女性差別に基づく査定の

結果により生じた偏りがあるという認識はなく、適正な人事考課の結果

であるという認識で資料を示しており、これ以上の資料提示は行わない。 

オ 繰り返しになるが、団体交渉は第10回をもって打切りとしたい。なお、

Ａ２の４年度の適性考課については、11月以降に概要の提示だけは行う。 

⑶ 11月14日、会社は、組合に対し、Ａ２の４年度適性考課の概要を記載し

た書面を送付した。なお、この書面には、「当年９月末までの退職者は、昇

進適性の実施対象外」と記載されており、職務適性（前記２⑹イ）の概要

のみが記載されていた。 

17 本件申立て 

⑴ 12月27日、組合は、当委員会に対し、本件不当労働行為救済申立てを行

った。 

⑵ 第10回団体交渉後、本件結審日まで、組合と会社との間で団体交渉は開

催されていない。 

第３ 判 断 

１ 第10回までの団体交渉における資料の開示等の会社の対応は、不誠実な団

体交渉に当たるか否か（争点１） 

⑴ 申立人組合の主張 

ア 本件の審理対象となる団体交渉について 

会社の交渉態度は、一貫して不誠実さが表れており、不誠実交渉は、

初回の団体交渉から継続する一連の行為である。 

すなわち、会社は、当初から、組合員に対する格付については、別件
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訴訟においてＡ２の敗訴判決が確定していることから、会社の制度には

男女差別などなく、昇格における不当な差別的取扱いはないとの結論に

固執し、交渉による解決の意思を持たなかった。その上、Ａ２が令和４

年８月には定年退職することを見込んで、団体交渉による話合いを形骸

化して時間稼ぎをしようとする態度は、当初から明白であった。 

団体交渉における会社の態度は、労使の認識の違いを埋めるような努

力をせず、ひたすら時間切れを待つという交渉態度で一貫していた。会

社が、団体交渉における話合いを実質的に成立させようとしない態度に

終始したことから、組合は、団体交渉終了後に、会社の説明の不明な部

分を明らかにするため、文書により質問を行い、会社の回答を求めた上

で次の団体交渉に臨むという対応を強いられた。こうした会社の対応は、

最初から最終の交渉拒否及び資料提示拒否回答まで一貫している。 

以上のように、会社による不誠実交渉は、最初から最終の団体交渉及

び資料提示の拒否回答まで一貫して繰り返されており、その経過の全体

が不当労働行為として、本件の審理の対象とされなければならない。 

イ 会社の説明について 

組合は、個人加盟の労働組合であるが、組合員に対する差別待遇是正

を求める以上、会社における男女間の格付・賃金格差の要因分析及び課

題設定について、組合員の生活と権利・雇用上の地位に関連する事項と

して、集団的労使交渉の場でその改善を求める団結権上の権利を有して

いる。したがって、会社は、団体交渉を通して、待遇格差についての合

理性について、説明責任を尽くすことが法的に義務付けられており、ま

た、別件訴訟の口頭弁論終結後の組合員に対する格付については、最高

裁決定があるからといってその説明責任を免れるものではない。 

Ａ２は、Ｂ３ＳＣ内にとどまらず、Ｂ２統括ＳＣ大においても顕著な

営業成績を上げていたにもかかわらず、長年にわたって同期同学歴の他

の男性従業員より相当程度に低位な格付と賃金にとどまった。これが、

人事考課制度及びその適用に差別が存在するからでないとすれば、会社

は、他の合理的根拠を会社において明らかにする説明責任があるという

べきであり、具体的には、組合が会社に示している疑問に対して、組合
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が求める資料を交付の上、誠意を尽くして人事考課結果の根拠や昇格に

は及ばない根拠を説明する責任がある。 

しかし、団体交渉における会社の姿勢は、外形上は交渉に応ずるかの

ようにふるまいながら、実質的には、労使間コミュニケーションを拒否

するものであった。具体的には、会社は、Ａ２に対する格付及び賃金差

別について、会社の人事制度には「性別」による待遇を定めた賃金等待

遇に関する規程はなく、また、多段階評価を実施しているので性別によ

る差別が人事考課に反映することもないとの見解に固執した。また、団

体交渉における会社の態度は、①説明は具体的事実によらず抽象的評価

にとどめる、②話や論点をはぐらかして組合の質問や要請にまともに返

事をしない、③回答を先送りする（団体交渉の場ではなく別途回答)、④

労使の共通認識に不可欠な情報の共有については理由を付けて拒否す

る、⑤考課票の原本は、裁判所の命令があれば開示してもよいなどの団

体交渉を無意味化する発言を繰り返す、⑥団体交渉の日程の設定も極力

先延ばしするといったものであった。 

ウ 組合が求めた資料開示の拒否について 

団体交渉を通して組合が会社に提供を求めた資料は、①業績考課票及

び適性考課票の原本（原紙のコピー）、②Ａ２の育成計画、③Ｂ３ＳＣと

Ｂ９営業所の事務系従業員の査定評価分布（平成28年度から令和３年度

分まで、男女別・職能等級別）、④Ｂ２統括ＳＣ大の事務系従業員の査定

評価分布（平成28年度から令和３年度分まで、男女別・資格等級別）、⑤

Ａ２（昭和56年入社）と同期・同学歴入社者の職能等級・クラス別の推

移（平成27年度から令和２年度分まで、同期同学歴者は番号によって表

示し、男女別として各人の年度ごとの動きが分かるもの）、⑥公平・公正

な評価を担保するという根拠資料及びＳからＥまでの判断根拠である。 

しかし、上記①、②について、会社は、本人開示を前提にした文書で

はないといって開示を拒否し続け、その上、資料の保存期間経過後廃棄

することを開示できない根拠としてきた。会社は、考課票原本の開示を

前提にすると、被評定者を褒めることを中心にした記載をする傾向にな

ると主張するが、隠さなければ上司の評定の自由が担保できないなどと
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いうのは、上司の部下に対する悪口を自由に言えなくするというにすぎ

ないもので本来の人事制度からかけ離れること甚だしく本末転倒の主

張であり、評価制度というに値しない。人事考課は、従業員の育成のた

めのものであり、その育成に不可欠なことは、改善・指導すべき課題を

明らかにして本人に示し、チャレンジ・成長への動機付けを行うことで

あって、隠すことではない。会社は、人事考課制度は公平・公正に運用

されていると主張するが、育成の当事者である上司と部下との間で、人

事考課の重要な要素となる事項についての情報の共有を前提としない

制度は、それだけで公平・公正とは評価できない。 

また、上記③、④について、組合が、男女間の格付格差の要因分析が

必要であることを指摘し、査定評価の分布資料の提出を求め、その内容

が性別による影響を受けていないことを明らかにするよう求めるのは

当然のことであるにもかかわらず、会社は、組合の要求する評価の公平

性の検討には、会社が従前提示した資料で十分であり、これ以上の査定

評価の分布データの提示はしないとして、提示を拒否した。 

上記⑤については、会社は、職務ランクを表示したり、同期同学歴者

を番号により表示したり、男女別により表示したりして各人の年度ごと

の動きが分かるようにすると、個人が特定されるため提示できないとし

て、組合が求める形での提示を拒否した。会社が開示不可とする根拠は

専ら従業員のプライバシーであるが、組合は各個人を明らかにしてのデ

ータ開示を求めたことなどなく、プライバシーを確保する方法は、記号・

番号を用いたり、この場限りとして開示のルールを決めたりすることな

どで足りる問題である。会社から、３年７月２日付けで提示されたＡ２

の同期同学歴者の職能等級別・クラス別の資料によれば、男女間で職能

段階に大きな格差が存在しており、これは女性差別に基づく査定の結果

により生じているものであるから、会社は、女性活躍推進法の趣旨に照

らし、組合が求める資料を提供して誠実に説明を行うべきである。 

上記⑥については、会社が基準として主張する、等級基準表、評定基

準表、行動例、人事考課要則、職務ランク要則等は提示されたが、それ

以外の定量的な判断根拠は最後まで開示されなかった。 
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エ まとめ 

以上のとおり、会社の男女間での格付格差の実態が明らかなところで、

抜きん出た仕事への貢献を示してきたＡ２の賃金と格付が差別としか

考えられないとする組合の指摘は、合理的で当然のものであり、こうし

た組合の指摘について、団体交渉で十分な説明を行わず、組合が求める

資料の開示を拒否し、何らの根拠も示さずに一貫して否定する会社の対

応は、説明責任を果たしたものとは到底いえず、差別を無かったことに

して男女平等という正義を踏みにじるものであり、不誠実な団体交渉に

当たる。 

⑵ 被申立人会社の主張 

ア 本件の審理対象となる団体交渉について 

「継続する行為」（労働組合法第27条第２項）とは、一個の行為自体が

現に継続して実行されていた場合をいうことから、団体交渉拒否という

行為の結果が継続しているにすぎないような場合は、複数の団体交渉拒

否が相次いで行われた場合においても、「継続する行為」には該当しない。

したがって、組合が本件不当労働行為救済申立てを行った令和４年12月

27日から１年以上前の第６回までの団体交渉については、除斥期間が経

過しているので、不当労働行為救済申立ての対象とはならず、本件の審

理の対象は、同年１月27日の第７回団体交渉以降に限られるべきである。 

イ 会社の説明について 

前提として、組合は、Ａ２に対する人事考課の背景事情として男女差

別のバイアスを主張したいと考えていると思われるが、団体交渉の主題

は、男女間の格差ではなく、Ａ２に対する人事考課が公正に行われてい

るかということである。 

会社は、Ａ２の営業成績については、業績考課の評定要素のうち「組

織目標の達成度」において適切に評価しているが、「組織目標の達成度」

のみで評定が決まるものではなく、その他の五つの評定要素の評価結果

も総合した上で査定が決まるため、営業成績が抜群であったとしても、

結果として高い査定にならないこともあることを十分説明してきてお

り、組合が主張する会社の団体交渉における対応の不誠実性は、Ａ２の
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人事評価についての組合の要求が認められないことからくる主観的な

不満にすぎないものである。 

また、会社は、毎回の日程調整に際して、会社が対応可能な直近の開

催を提案してきた。会社としては、議論に必要な資料は可能な範囲で提

示した上で団体交渉を重ねてきているものであり、組合との議論は平行

線になっているという認識を持ちつつも、組合からの団体交渉開催要求

に対し、出席者の業務予定、会議室の空き状況、資料の準備期間を踏ま

えながら、組合の要求に対してできるだけ誠実に努力してきたものであ

り、何ら「引き延ばし」などを意図しているものではない。 

ウ 組合が求めた資料開示の拒否について 

(ア) 業績考課票及び適性考課票の原本について 

人事考課に際して評定者が付すコメントは、本人への開示を前提と

しないことで忌たんのない公平・公正な評価の記載が可能となり、正

確な評価を知り得ると考えているため、会社は被評定者への原本開示

を予定する運用とはしていない。仮に今回会社が開示を容認した場合、

被評定者を褒めることを中心とした記載をする傾向となり、育成面で

必要となる改善すべき点や指導すべき点を率直に記載することをち

ゅうちょするおそれがあるなど、今後評定者が自らの率直な評価コメ

ントを記載できなくなることへの影響も想定され、人事関係業務の適

正な実施に支障を及ぼすおそれがあるといわざるを得ない。 

また、会社は、組合の要求を踏まえ、Ａ２の業績考課票と適性考課

票の双方について、平成28年度分以降のものを「概要」という形で提

示している。そして、これらの概要に基づき、業績考課には、「組織目

標の達成度」以外に、五つの評定要素が存在し、それらも含めて評定

対象とし多面的に評価していること、職能等級昇進に当たっては、業

績考課及び適性考課の両者の評定結果を総合して判断していること

を説明し、査定の結果は何ら女性差別に基づくものではなく適正な人

事考課の結果であること、人事考課の結果からは、組合が要求するＡ

２の管理２級への昇格に応じられないことを繰り返し説明してきた。 

以上をもって、会社の人事考課制度の確認及びＡ２の人事考課の内
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容確認には十分と考えており、原本提出の必要性は認められない。 

なお、文書廃棄の点については、会社は、人事考課要則において、

業績考課及び適性考課のデータ保存期間を３年と定めており、保存期

間を超過したデータを消去することになっていることを、根拠を示し

て説明している。 

(イ) 育成計画について 

会社は、本人等への開示を前提とした既存の育成計画の資料がない

ため、組合に対し、内容を確認したい理由及び確認したい事項を示す

よう求めてきたが、組合は、「人材育成と人事考課は一体のものと考え

るため」とするのみで、具体的な理由及び事項を何ら示さなかった。 

なお、会社は、30年度から令和４年度までの適性考課の概要を開示

しており、この中に「育成計画」の項目があり、本人に開示可能な範

囲で、育成計画を開示している。  

(ウ) 査定評価分布等の資料について 

組合の要求する、職場における査定評価分布資料の開示については、

非組合員である他の従業員の査定符号や職能等級が特定される懸念

があるため、会社は、他の従業員のプライバシーに配慮した上で査定

評価分布を開示しており、また、併せて、業績考課についても、「組織

目標の達成度」だけでなく、その他の評定要素も含めた総合的な評価

により査定が決定されることを繰り返し説明しているものである。 

なお、会社は、組合の要求に基づき、個人の査定符号等が特定され

ない範囲で資料を提示しており、組合の要求理由である「評価の公平

性を検証する」ことについては、会社から提示済みの資料で十分検証

可能であると考える。 

(エ) 公平・公正な評価を担保するという根拠資料及びＳからＥまでの判

断根拠について 

会社は、等級基準表、評定基準表や行動例は公開・提示しており、

組合が求めるようなＳからＥまでの各区分を定量的に評価する基準

は作成困難なため、具体的な判断根拠についてはＡ２の考課の概要を

参照されたい旨の説明を行っている。 
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⑶ 当委員会の判断 

組合は、本件申立てよりも１年以上前の団体交渉も、申立て前１年以内

の団体交渉と一連の継続する行為に当たるとして、第１回から第10回まで

の計10回の団体交渉が本件の審理対象となると主張する。 

しかし、団体交渉の申入れや団体交渉は、その都度別個の行為であり、

同様の行為が続いているからといって、全体を一つの「継続する行為」（労

働組合法第27条第２項）とみることはできないため、組合の主張は採用す

ることができず、本件申立てから１年以上前の令和３年12月26日以前とな

る、第１回から第６回までの団体交渉に係る申立ては、申立期間を徒過し

た不適法なものとして、却下せざるを得ない。 

したがって、以下、本件申立てから１年以内となる、第７回から第10回

までの団体交渉に係る会社の対応が、不誠実な団体交渉に当たるか否かを

検討する。 

もっとも、団体交渉を通じた組合の要求事項は、Ａ２の業績評価のラン

ク及び一時金の是正、査定制度の本旨に基づく評価制度の実施（第２．５

⑴）並びにＡ２の２年10月１日付けでの管理２級への昇格（同９⑴⑵）で

あり、第１回団体交渉から一貫して、組合の要求事項に関わる問題として、

会社の人事考課制度、Ａ２の人事考課の公平・公正性、会社が有する人事

考課に関係する資料の開示等の議論が交わされている。 

このため、第７回団体交渉以降の会社の対応の不誠実性を検討するに当

たっては、第１回から第６回までの団体交渉における会社の対応や説明等

も交渉経過として考慮した上で判断することとする。 

ア 会社の人事考課制度の説明について 

会社は、組合の要求事項の前提となる会社の人事考課制度についての

共通理解を得るために、組合に対し、人事考課に当たっての会社内での

統一的な基準となる、等級基準表、評定基準表及び行動例を提示（第２．

５⑷）した上で、団体交渉及び団体交渉の間の書面での回答において、

いずれも全社公開資料である、人事考課要則、職能等級要則、職務ラン

ク要則、人達385号などの会社の人事考課制度に関する規程類を提示（元

年11月27日に人事考課要則（同６⑶）、２年７月１日に職務ランク要則
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（同７⑵）、３年５月18日までに職能等級要則（同10⑵）、同年11月11日

に人達385号（同11⑵））するとともに、これらの根拠に基づき、以下の

ように会社の人事考課制度について説明している。 

会社は、会社の人事考課制度の理解につながる内容として、①人事考

課制度が、業績考課と適性考課とに分かれていること（第８回団体交渉

（第２．13⑴エ））、②業績考課の評定に当たっては、職能等級及び評定

要素ごとに評定基準が定められており、六つの評定要素を評定基準に従

って多面的に５段階で評定し、その点数に従ってＳからＥまでの査定符

合が導かれるため、営業成績が評定要素となる「組織目標の達成度」だ

けで評定されるものではなく、Ａ２の営業成績が抜群であると組合が認

識していたとしても、高い査定にならないこともあること（第１回団体

交渉（同６⑴イ）、元年11月27日付けの回答書（同６⑶アイ）、第４回団

体交渉（同９⑴ウ）、第10回団体交渉（同15⑴エ））、③定量的な評定が一

定程度可能な「組織目標の達成度」と異なり、他の五つの評定要素につ

いては、様々な業種ごとにいろいろな業務がある中で業務ごとに目盛り

を作るのは現実的ではなく、定量的な数値基準の設定が困難であること

（第１回団体交渉（同６⑴ウ）、元年11月27日付けの回答書（同６⑶イ）、

第２回団体交渉（同７⑴ウ）、第10回団体交渉（同15⑴イ））、④業績考課

における「組織目標の達成度」の評定要素は、職能等級と職務ランクの

関係から点数の補正がなされること（第２回団体交渉（同７⑴イ）、第３

回団体交渉（同８⑴ア））、⑤適性考課（昇進適性）の評定要素について

も、一律の定量的な基準の提示は困難であり、各評定者の判断になるこ

と（第６回団体交渉（同11⑴ウ）、第７回団体交渉（同12⑴カ）、４年２

月14日付けの回答書（同12⑷ウ）、同年３月23日付けの回答書（同12⑼ウ）、

第８回団体交渉（同13⑴オ））、⑥営業成績については、（適性考課ではな

く）業績考課の「組織目標の達成度」で評価している（ため、営業成績

が良くても適性考課（昇進適性）が高い査定になるとは限らない）こと

（第７回団体交渉（同12⑴カ））などを繰り返し説明している。 

これらの説明は、会社の人事考課制度の枠組みを明らかにするととも

に、組合が問題としている評定の仕組みについて、営業成績が高くても
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総合評価が高くならない理由や、「組織目標の達成度」以外の評定要素に

ついては定量的基準の設定が困難な面があることなどを丁寧に説明し

ている点で、組合の疑問に対して相応の説明を行っていると評価できる。 

また、会社は、会社の人事考課制度の公平性・公正性を担保する仕組

みとして、①評定者は、評定基準表、等級基準表及び行動例などの全社

的に統一した基準に基づいて評定を行っていること（元年10月28日付け

の回答書（第２．５⑷）、第１回団体交渉（同６⑴ウ）、同年11月27日付

けの回答書（同６⑶ア）、第６回団体交渉（同11⑴ウ）、第７回団体交渉

（同12⑴カ）、４年２月14日付けの回答書（同12⑷ウ）、第８回団体交渉

（同13⑴オ）、第10回団体交渉（同15⑴イ））、②評定に当たっては多段階

評価を行い、評定者の主観によるバイアスを極力排除していること（第

１回団体交渉（同６⑴ウ）、元年11月27日付けの回答書（同６⑶ア）、第

２回団体交渉（同７⑴ウ）、第６回団体交渉（同11⑴ウ）、第７回団体交

渉（同12⑴カ）、第８回団体交渉（同13⑴オ）、４年４月13日付けの回答

書（同13⑵ウ）、第10回団体交渉（同15⑴イ））、③人事考課要則に評定者

の遵守事項（同２⑷）が規定されており、評定者への周知を徹底してい

ること（第６回団体交渉（同11⑴ウ）、４年２月14日付けの回答書（同12

⑷オ））、④会社の人事考課制度が性別によって恣意的に差別するような

制度にはなっていないこと（第８回団体交渉（同13⑴ウ）、第10回団体交

渉（同15⑴ア））などを繰り返し説明している。 

これらの説明は、組合が問題としている評定の公平性・公正性につい

て、会社として、評定者のバイアスがかからないような制度上の仕組み

を整えて人事考課制度を運用していることを、根拠を示して説明するも

のであり、こちらも、組合の疑問に対して相応の説明を行っていると評

価できる。 

以上より、会社は、会社の人事考課制度及びその内容の公平性・公正

性の担保についての組合の理解を得るべく、組合の疑問にも対応する形

で、相応の説明を行っていたとみるのが相当である。 

イ Ａ２の人事考課についての説明 

団体交渉を通じての組合の要求事項は、主としてＡ２の過去の人事考
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課の評定の是正及びそれに基づく管理２級への職能等級昇進であり、組

合は、Ａ２の個別の人事考課についての説明を会社に求め続けている。 

(ア) 人事考課の概要の説明について 

この点について、会社は、Ａ２の業績考課については平成28年度か

ら令和２年度分までの概要を（第２．５⑵イ、同６⑸ウ、同８⑵、同

10⑷イ）、適性考課については平成28年度から令和４年度分までの概

要を（同10⑵ア、同10⑷エ、同10⑹、同11⑵、同16⑶）、それぞれ提示

しており、これらの概要には、各評定要素について評定者が考慮した

内容及び評定の理由が、評定の裏付けとなる具体的な事実とともに記

載されており（同３⑵アイウ）、会社は、最初に業績考課の概要を提示

した際に、概要は原本に沿った内容になっていると説明していた（同

６⑴ア）。 

会社は、これらの各年度の概要の記載に基づき、業績考課及び適性

考課（昇進適性）について、Ａ２に対して各評定要素についてどのよ

うな評定を行ったのかを具体的に説明している。 

例えば、会社は、第６回団体交渉において、令和２年度の業績考課

について、「組織目標の達成度」の評定要素においては、個別対応先の

契約維持や平均成約単価について目標達成に貢献しているが離脱再

獲得については実績計上に至っていないことから８点（マイナス補正

が入って６点）であり、その他の評定要素の点数を合計して34点で総

合評価がＢとなったことを説明しており（第２．11⑴ア）、組合の再説

明要求（同12⑺ウ）を受け、４年３月23日付けの回答書においても評

定要素ごとの評価点数と最終的な評価結果を説明している（同12⑼）。

また、会社は、平成30年度の業績考課の「リスク管理・コンプライア

ンス」の評定要素に関しては、概要に記載されていたＡ２の未申告の

時間外労働について、同年度の業績考課の「上長補佐・チーム貢献」

の評定要素に関しては、概要に記載されていた、担当内のファイリン

グ推進員に指名されたときのＡ２の対応について、それぞれ評定に当

たっての会社の考えを説明している（第１回団体交渉（第２．６⑴イ）、

第２回団体交渉（同７⑴エ）、第３回団体交渉（同８⑴ウ）、第４回団
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体交渉（同９⑴エ））。 

また、会社は、第７回団体交渉において、30年度の適性考課（昇進

適性）の「情報展開力」の評定要素の「ある程度有している。」の評価

について、Ａ２は現在管理３級であるが、一段上位の管理２級に求め

られるものは、情報を収集して活用するだけでなくさらに傾向を見出

して何をすべきかを関係者に情報提供できるレベルなので、こうした

行動を取れば「情報展開力」を「十分に有している」という評価にな

る旨を、等級基準表を引用しながら説明している（第２．12⑴カ）。 

加えて、会社は、組合から要求された平成29年から令和２年までの

毎年６月に実施されたＡ２のフィードバック面接（第２．３⑶）の概

要も組合に開示（同８⑵⑶）し、会社がＡ２に対して業績考課の査定

結果をフィードバックしたときの内容も明らかにしている。 

これらの会社の対応は、単に制度の説明にとどまらず、Ａ２の個別

の評定の内容・理由についても具体的な根拠を示しながら説明を行っ

ている点で、同人の評定の是正を求める組合の疑問に対して一定の応

答を行っていると評価できる。 

(イ) 管理２級への職能等級昇進についての説明 

会社は、Ａ２が管理２級への職能等級昇進を認められなかった理由

について、人事考課に基づき、現在の等級に求められる能力を十分に

発揮するとともに、一段上位の等級の格付基準を満たすと判断された

ときに行うとの職能等級要則の規定（第２．２⑵）を引用して職能等

級昇進の基準を説明した上で、人事考課の評定を踏まえた結果、同人

が上記の基準を満たしていないと判断されたことを説明し、組合の要

求には応じられないことを繰り返し伝えている（３年２月５日付けの

回答書（同９⑷ア）、同年３月26日付けの回答書（同９⑹ア）、４年２

月14日付けの回答書（同12⑷エ）、同月25日付けの回答書（同12⑹））。 

これらの会社の対応は、Ａ２の昇進の可否についても、単なる拒否

ではなく、制度上の基準と個別の評定の結果とを結び付けた具体的な

説明を行っている点で、Ａ２の昇進を求める組合の疑問に対して一定

の応答を行っていると評価できる。 
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(ウ) 定量的な基準の有無の説明について 

さらに、会社は、組合からの、Ａ２の個別の人事考課に関連させた、

評定の根拠となる定量的な物差し（基準）の有無についての質問に対

しても、前記アのとおり、等級基準表、評定基準表及び行動例といっ

た人事考課に関する評定基準の根拠資料を示しながら、これらに基づ

いて評定を行っている旨（元年10月28日付けの回答書（第２．５⑷）、

第１回団体交渉（同６⑴ウ）、同年11月27日付けの回答書（同６⑶ア）、

第６回団体交渉（同11⑴ウ）、第７回団体交渉（同12⑴カ）、４年２月

14日付けの回答書（同12⑷ウ）、第８回団体交渉（同13⑴オ）、第10回

団体交渉（同15⑴イ））、業績考課における「組織目標の達成度」以外

の評定要素及び適性考課（昇進適性）の評定要素については、様々な

業種ごとにいろいろな業務がある中で業務ごとに目盛りを作るのは

現実的ではなく、定量的な基準を設けることは難しい旨を繰り返し説

明し（第１回団体交渉（同６⑴ウ）、元年11月27日付けの回答書（同６

⑶イ）、第２回団体交渉（同７⑴ウ）、第６回団体交渉（同11⑴ウ）、第

７回団体交渉（同12⑴カ）、４年２月14日付けの回答書（同12⑷ウ）、

同年３月23日付けの回答書（同12⑼ウ）、第８回団体交渉（同13⑴オ）、

第10回団体交渉（同15⑴イ））、その上で、評定に当たっては多段階評

価を行い、評定者の主観によるバイアスを極力排除していることの説

明を加えている（第１回団体交渉（同６⑴ウ）、元年11月27日付けの回

答書（同６⑶ア）、第２回団体交渉（同７⑴ウ）、第６回団体交渉（同

11⑴ウ）、第７回団体交渉（同12⑴カ）、第８回団体交渉（同13⑴オ）、

４年４月13日付けの回答書（同13⑵ウ）、第10回団体交渉（同15⑴イ））。 

これらの会社の対応は、評定の根拠資料（社内基準）を明らかにし

た上で、定量的な基準設定が困難である理由や評定者のバイアスへの

対応策を説明している点で、評定に客観的な基準を求める組合の疑問

に対して一定の応答を行っていると評価できる。 

(エ) 営業成績と評定との関連性について 

会社は、Ａ２の個別の人事考課に関連させて、Ａ２の営業成績の優

秀さを強調する組合からの質問に対しても、前記アのとおり、業績考
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課の評定に当たっては、職能等級及び評定要素ごとに評定基準が定め

られており、六つの評定要素を評定基準に従って多面的に５段階で評

定し、その点数に従って査定符合が導かれるため、営業成績が評定要

素となる「組織目標の達成度」だけで評定されるものではなく、Ａ２

の営業成績が抜群であると組合が認識していたとしても、高い査定に

ならないこともあること（第１回団体交渉（第２．６⑴イ）、元年11月

27日付けの回答書（同６⑶アイ）、第４回団体交渉（同９⑴ウ）、第10

回団体交渉（同15⑴エ））、営業成績については、（適性考課ではなく）

業績考課の「組織目標の達成度」で評価している（ため、適性考課（昇

進適性）が高い査定になるとは限らない）こと（第７回団体交渉（同

12⑴カ））などを繰り返し説明している。 

また、会社は、Ａ２の業績考課における「組織目標の達成度」の評

定対象項目についての組合からの質問に対しても、Ｂ３ＳＣの組織目

標の形成過程を説明した上で、所属組織において本人が取り組み、か

つ、本人の達成状況が把握できる目標項目が評定対象になり、組合に

提示した組織目標の達成に向けたＡ２の取組実績（２年８月20日及び

10月19日に平成28年度分から令和元年度分まで（第２．８⑵⑷）、３年

11月２日に２年度分（同10⑷ウ）、４年５月31日に３年度分（同13⑹））

に記載のものが評定対象項目となることなどについて、一定の説明を

行っている（第６回団体交渉（同11⑴イ）、第７回団体交渉（同12⑴ア

エ）、４年２月14日付けの回答書（同12⑷イ）、同年３月23日付けの回

答書（同12⑼イ）、第８回団体交渉（同13⑴イ）、同年４月13日付けの

回答書（同13⑵イ））。 

加えて、会社は、Ａ２がＢ３ＳＣの組織目標に取り組んだ結果とし

て得られた他所分の獲得に関しては、「組織目標以外の成果・達成度」

の評定要素としては考慮せず、「組織目標達成に向けてのプロセス」で

評価していることを説明している（第３回団体交渉（第２．８⑴イ）、

第４回団体交渉（同９⑴ウ）、２年12月22日付けの回答書（同９⑶エ））。 

これらの会社の対応は、Ａ２の営業成績についての評価の仕方を、

個別の評定要素に紐づけて具体的に説明している点で、Ａ２の営業成
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績と評価のかいりを問題視する組合の疑問に対して一定の応答を行

っていると評価できる。 

(オ) 小括 

以上のとおり、会社は、Ａ２の個別の人事考課について、個別の評

定の内容・理由を具体的に説明しており、その上で、Ａ２の昇進の可

否や定量的な基準の設定、営業成績と評定との関連性について、組合

の疑問に答える形で、会社の考え方について根拠を示しながら具体的

に説明を行い、組合の理解を得る努力をしている。 

したがって、会社は、Ａ２の個別の人事考課についても相応の説明

を行っているとみるのが相当である。 

ウ 資料開示について 

組合は、会社が、組合の求めた、①業績考課票及び適性考課票の原本

（原紙のコピー）、②Ａ２の育成計画、③Ｂ３ＳＣとＢ９営業所の事務系

従業員の査定評価分布（平成28年度から令和３年度分まで、男女別・職

能等級別）、④Ｂ２統括ＳＣ大の事務系従業員の査定評価分布（平成28年

度から令和３年度分まで、男女別・資格等級別）、⑤Ａ２（昭和56年入社）

と同期・同学歴入社者の職能等級・クラス別の推移（平成27年度から令

和２年度分まで、同期同学歴者は番号によって表示し、男女別として各

人の年度ごとの動きが分かるもの）、⑥公平・公正な評価を担保するとい

う根拠資料及びＳからＥまでの判断根拠を開示しなかったことが、不誠

実な団体交渉に当たる旨を主張する。 

(ア) 考課票原本の不開示（上記①）について 

上記①について、会社は、組合の原本開示要求に対して当初から一

貫して応じておらず、その理由として、原本を開示する運用をしてお

らず、フィードバック面接で丁寧に説明したいと考えていること、原

本の開示を前提にすると所属長が忌たんのない率直な意見や良くな

い点を書くことをちゅうちょする心理的働きが生じ、公平・公正な評

価制度の運用に支障が生じること、Ａ２の評定については組合に提示

した考課票の概要に詳細に記載しており、ほとんど原本に沿った内容

となっているため建設的な意見交換は可能であることなどを説明し
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ている（元年10月28日付けの回答書（第２．５⑷）、第１回団体交渉（同

６⑴ア）、同年11月27日付けの回答書（同６⑶ウ）、４年１月18日付け

の回答書（同11⑹イ）、第７回団体交渉（同12⑴オ）、同年９月16日付

の回答書（同16⑵イ））。 

このように、会社は、評定内容の本人開示についてはいろいろな考

え方がある中で、会社の考えや運用方法として、被評定者への原本開

示を前提としていないことやその理由を具体的に説明して組合の理

解を得る努力をしている。そして、その上で、評定の基礎となる事実

が一定程度具体的に記載された考課票の概要を提示し、これに基づい

て個別の評定の内容を説明している（前記イ (ア)）のであるから、原本

の開示を拒否した点のみを捉えて会社の対応が不誠実であるとみる

のは相当でない。 

また、組合は、会社が、保存期間経過後の考課票原本を順次廃棄す

るとしたことも、会社の対応の不誠実性として主張する。しかし、こ

の点について、会社は、組合に対して会社の人事考課要則を提示した

（第２．６⑶）上で、同要則において考課票の保存期間が３年と規定

されていることを説明（３年11月２日付けの回答書（同10⑷ア）、第６

回団体交渉（同11⑴エ）、同年11月29日付けの回答書（同11⑵イ））す

る一方で、手動消去されずに残存していたＡ２の平成28年度及び29年

度の適性考課の概要については、組合に開示する（同11⑵イ）などの

柔軟な姿勢もみせている。会社が、令和３年12月15日付けの回答書に

おいて、保存期間を超えての残存が確認された考課関連データについ

ては順次廃棄する予定であると説明した（第２．11⑷ウ）点について、

組合が不満を抱くことは理解できるものの、会社が、文書の保存期間

の規定（同２⑻）にのっとった対応を取ることは一定の合理性がある

といえ、また既に組合に対して概要を示して説明を行っている考課関

連データについて順次廃棄を行ったとしても必ずしも不自然な対応

とはいえない。加えて会社は、４年１月18日付けの回答書で、組合の

強い要請を踏まえ、例外的に、保存期間を超えたＡ２の考課データの

保存を検討したい旨を回答し（第２．11⑹エ）、第９回団体交渉におい
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て、削除した文書の復元には費用がかかるが、組合が、なぜその現物

が必要なのか、会社の提示資料のどこに不足があるのか等についても

う少し明らかにしてもらえれば、会社として検討できる旨を伝える

（同14⑴イ）など一定の譲歩の姿勢もみせている。 

これらの会社の対応は、制度上及び実務上の制約を説明しつつ、こ

れを踏まえて可能な範囲での情報提供と説明を行っている点で、交渉

の実効性を確保するための対応を継続していたと評価できるもので

あるから、こうした会社の対応が不誠実であるとはいえない。 

(イ) Ａ２の育成計画（上記②）について 

上記②について、会社は、組合からのＡ２の育成計画の開示要求に

対し、本人等への開示を前提とした既存の資料はないため、内容を確

認したい理由及び確認したい事項を教えてほしい旨を一貫して伝え

ていた（元年11月27日付けの回答書（第２．６⑶）、２年１月31日付け

の回答書（同６⑸カ））ものの、組合は、人材育成と人事考課は一体の

ものと考えるため（同９⑺ア）とするだけで、会社が求めた具体的な

説明は行っていない。 

また、会社は、組合に対し、Ａ２の育成計画の概要が記載された、

適性考課（職務適性）の概要（第２．２⑹イ、同３⑵ウ）を提示し（前

記イ (ア)）、Ａ２のＯＪＴの内容についてはこれを参照されたい旨など

を伝えている（３年７月２日付けの回答書（第２．10⑵））。 

これらの会社の対応は、組合の要求趣旨の理解に努める姿勢をみせ

た上で、一定の資料を開示している点で、交渉の実効性を確保するた

めの対応を継続していたと評価できるものであるから、こうした会社

の対応が不誠実であるとはいえない。 

(ウ) 査定評価分布等の資料（上記③から⑤まで）について 

まず、上記③について、会社は組合からの要求に応じて、既に、令

和元年10月28日に、平成29年度及び30年度の、令和２年１月31日に、

平成28年度から30年度までの、Ｂ３ＳＣとＢ９営業所に所属した事務

系従業員の業績考課の評定について、ＳからＥまでの査定符号別の人

数分布及びその男女別の内訳などを組合に提示しており（令和元年10
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月28日付けの回答書（第２．５⑷）、２年１月31日付けの回答書（同６

⑸イ））、この資料によれば、男女間格差が認められるような分布には

なっていなかったことが認められる（同）。これに対し、組合は、その

後の団体交渉で当該資料に関する追及を行うことなく、会社に対して

別資料の開示要求や説明要求を行うなどしており、２年以上経過後の

４年６月15日になって、会社の提出した上記資料が、分布内訳が男女

別のみとなっており、Ａ２への評価の公平性を検討する必要があると

して、資格等級別の分布の提示を求めるとともに、元年度から３年度

までの分布についての追加要求を行っている（第２．14⑵ア）。 

また、上記④について、会社は、組合からの要求に応じて、「Ｂ２統

括セールスセンター大の事務系社員の職能等級昇進者の査定符号」を

作成し、２年２月27日の第２回団体交渉の場で手交しており（第２．

７⑴ア）、平成26年度から30年度までに昇進した男性52名及び女性28

名の合計80名について、昇進前年度の査定符号と昇進年度の査定符号

を、男女別に、個人が特定されない形で記載し、昇進年度の査定符号

は、80名全員がＣであったことなどを明らかにしている。加えて、会

社は、昇進年度の査定符号はＣ以下しか付かないのかとの組合の質問

に対し、ルールはないが、評定の仕方としては、10月に職能等級昇進

をした場合、残り半年間で一個上のレベルでみたときに、ＡＢまで急

激に成長するケースが基本的にはない旨を説明している（第２．７⑴

ア）。それにもかかわらず、組合は、その後の団体交渉でこの資料につ

いての追及を行うことなく、やはり、２年以上経過後の４年６月15日

になって、評価の公平性を検討するためとして、上記④の資料の追加

要求を行っている（第２．14⑵イ）。 

そして、会社は、上記③及び④の資料の追加要求に対し、提示済み

の資料は男女間格差が認められるような分布にはなっていないこと

から、評価の公平性は十分検討できるとして、要求に応じなかった（４

年７月５日付けの回答書（第２．14⑸エ）、第10回団体交渉（同15⑴ア）、

同年８月19日付けの回答書（同15⑵イ）、同年９月16日付けの回答書

（同16⑵エ））。 
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以上のとおり、会社は、組合の要求に応じて既に一定の資料を提出

しており、これらの資料においては男女間格差が認められるような分

布にはなっていない中で、組合は、追加資料の必要性を十分に説明し

ないまま、当初の資料提示から２年以上経過した後に資料の追加要求

を行っているのであるから、このような状況において会社が開示に応

じなかったことには一定の合理性が認められ、こうした会社の対応が

不誠実であるとはいえない。 

また、上記⑤については、会社は、組合の要求に応じて、３年２月

５日に、組合に対し、Ａ２と同期同学歴者・事務職の従業員の、平成

27年から令和２年までの各年10月１日時点の職能等級及びクラスの

推移を提示している（第２．９⑷イ）。また、当該資料について、職務

ランクの表示、同期同学歴者の番号による表示、男女別の表示等によ

り各人の年度ごとの動きが分かるようにすることを求める組合の要

求については、個人が特定されるとして、一旦は資料への記載を拒む

などした（第２．９⑷ウ）ものの、３年３月８日の組合からの追加要

求（同９⑸イウ）に応じて、３月26日に、当該資料に、各職能等級の

合計人数の内数としては、女性の人数を明記し、各年度とも「管理１

級より上位の管理職数」、「退職者数」及び「総数」を記載する（同９

⑹イ）などしており、また、４月28日の第５回団体交渉の場での組合

からの要求（同10⑴イ）に応じて、７月２日に、Ａ２が入社した前後

２年間に入社した従業員の職能等級及びクラスの推移についても追

加で提出（同10⑵ウエ）しており、さらに、個人の査定符号が特定さ

れない範囲で提示するとして、Ａ２と同期同学歴者・事務職の従業員

について、管理３級及び主任１級につき、クラス別の女性の内数も追

加で明示し、改めて資料を提供している（同10⑵イ）。 

以上のとおり、会社は、組合の要求に対して段階的かつ柔軟に資料

を開示し、当初の提示後も追加要求に応じて修正・補足を行っており、

開示できないとした部分についても、個人（の査定符号）の特定とい

う明確な理由を説明していることからすれば、会社が、組合が求める

形での資料の開示に応じなかったとしても、こうした会社の対応が不
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誠実であるとはいえない。 

(エ) 公平・公正な評価を担保する根拠資料及び査定符号の判断根拠資料

（上記⑥）について 

上記⑥については、会社は、前記アのとおり、会社の人事考課制度

の公平性・公正性を担保する内容として、評定者は、評定基準表、等

級基準表及び行動例などの全社的に統一した基準に基づいて評定を

行っていること、評定に当たっては多段階評価を行い、評定者の主観

によるバイアスを極力排除していること、人事考課要則に評定者の遵

守事項（第２．２⑷）が規定されており、評定者の周知を徹底してい

ることなどを繰り返し説明している。 

その上で、業績考課の評定に際しては、定量的な評定が一定程度可

能な「組織目標の達成度」と異なり、他の五つの評定要素は、定量的

な数値基準の設定が困難であること、適性考課（昇進適性）の評定に

際しても、一律の定量的な基準の提示は困難であり、各評定者の判断

になることを繰り返し説明している。 

これらの会社の対応は、評定の根拠資料（社内基準）や運用におけ

る遵守事項を明らかにした上で、定量的な基準設定の困難さを説明し

ている点で、評定に客観的な基準を求める組合の疑問に対して一定の

応答を行っていると評価できるものであり、会社が、組合の求める形

での資料の開示に応じなかったとしても、こうした会社の対応が不誠

実であるとはいえない。 

エ 団体交渉の引き延ばしについて 

組合は、会社が団体交渉の日程調整において開催を引き延ばすなどの

不誠実な対応を行ったとも主張する。 

(ア) 本件の審理対象以前の団体交渉の経過 

この点について、まず、前提として、会社は、本件の審理対象とな

る第７回以降の団体交渉に至るまで、組合との間で、約２年の間に６

回の団体交渉を行っており、各回の交渉時間は約二、三時間に及んで

おり（第２．６⑴）、これらの継続的な交渉経過からは、会社の交渉を

引き延ばす意図は認め難い。 
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(イ) 第７回以降の団体交渉の経過について 

上記 (ア)の交渉経過を前提として、第７回以降の団体交渉の経過をみ

ると、組合と会社とは、第７回団体交渉以降においても、第10回団体

交渉まで、４回の団体交渉を行っており、各回の交渉時間は約２時間

に及んでいる（第２．６⑴）。 

第７回団体交渉の日程について、会社が、３年11月29日に、４年２

月上旬目途の開催を提案した（第２．11⑵ウ）のに対し、組合は３年

12月６日に、同月中の開催を求めた（同11⑶エ）ところ、会社は、同

月15日、同月中は会社の都合が付かないとして４年１月中の日程調整

を求め（同11⑷エ）、これに対し、組合が、１月11日に、同月25日又は

27日の開催を求め（同11⑸オ）、結果的に、組合から提案のあった１月

27日に開催されている（同12⑴）。 

また、第８回団体交渉の日程について、会社は、４年２月４日及び

同月14日に、２月後半は出席予定者の都合や会議室の予約が取れず、

３月以降は年度末で春季労使交渉以外の業務も含め繁忙を極めるこ

となどを理由として挙げ、４月以降の開催を求めたところ（第２．12

⑵、同⑷エ）、組合は、２月21日に、３月２日、３日、７日のいずれか

の日程での開催を求めた（同12⑸）が、会社が、２月25日に、組合希

望日での開催は困難と回答した（同12⑹）ため、組合が、３月３日に、

４月１日、５日、６日のいずれかの日程での開催を提案し（同12⑺エ）、

結果的に、４月６日に開催されている（同12⑻、同13⑴）。 

第９回団体交渉の日程については、組合が、４月６日に開催された

第８回団体交渉において、５月23日又は27日での開催を求めたところ

（第２．13⑴キ）、会社は、４月13日に、両日とも都合が付かないとし

て、６月13日又は17日の日程を提示し（同13⑵エ）、結果的に６月13日

に開催されている（同14⑴）。なお、開催日決定までの組合と会社との

やりとりは明らかではないが、５月16日に、組合が「６月13日団交に

むけた要求書」と題する書面を会社に送付している（第２．13⑸）こ

とから、５月16日までには６月13日開催が合意されていたと認められ

る。 
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第10回団体交渉の日程については、組合が、６月15日に、７月13日

又は14日での開催要求についての会社の回答を求めたところ（第２．

14⑵ウ）、会社は、６月21日、会社の都合が合わないとして、８月２日

又は４日の日程を提示し（同14⑶ア）、これに対し、組合が、６月30日

に、８月２日での日程確保を求めつつ、７月中の開催を強く求めると

し（同14⑷ウ）、会社が、７月５日に、８月２日としたい、これより早

い日程は会社が対応できないと組合に伝え（同14⑸カ）、結果的に８月

２日に開催されている（同15⑴）。 

以上のとおり、組合の当初の要求どおりの日程では団体交渉が開催

されてはいないものの、会社は、出席予定者の都合や会議室の確保、

年度末の繁忙など、具体的かつ業務上の事情に基づく理由を挙げて日

程再調整を行っており、このような事情は、会社が一方的に交渉を拒

否するのではなく、現実的な制約の中で交渉の実施に向けた調整を行

っていたことを示すものとみるのが相当である。また、その結果、組

合の希望日程から約１か月の期間内に、再調整後の団体交渉が開催さ

れていることが認められ、全体としてみた場合にも、約７か月の期間

に４回の団体交渉が、各回約２時間にわたって行われていることから

すれば、会社の対応が団体交渉の引き延ばしを意図したものであった

と認めることはできない。 

したがって、こうした会社の対応が不誠実であるとはいえない。 

オ 結論 

前記ア及びイのとおり、会社は、会社の人事考課制度及びその公平性・

公正性の担保について、組合の理解を得るべく相応の説明を行っており、

また、Ａ２の個別の人事考課についても、評定の内容や理由を具体的に

説明し、同人の昇進の可否や定量的な基準の設定、営業成績と評定との

関連性についても、組合の疑問に答える形で具体的な説明を行っている。 

また、前記ウのとおり、組合からの資料開示要求に対しては、会社と

して対応可能な範囲で相当程度の資料を提供しており、組合の追加要求

に対しては組合に要求の趣旨を確認した上で資料の追加等の対応をし

ており、開示できない部分については、開示できない明確な理由を説明
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するなど相応の対応をしている。 

さらに、前記エのとおり、会社の対応が、団体交渉の引き延ばしを意

図したものであったとはいえない。 

以上のとおりであるから、第10回団体交渉までの団体交渉における資

料の開示等の会社の対応は、不誠実な団体交渉に当たらない。 

２ 令和４年８月２日の第10回団体交渉の後、会社が、平成28年度から令和４

年度までの間のＡ２の格付及び賃金の是正を議題とする団体交渉に応じな

かったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か（争点２） 

⑴ 申立人組合の主張 

組合は、ジェンダーに基づく偏見が経済社会における仕事と労働に構造

化されていることを踏まえ、それが男女の待遇格差に結びつくような仕組

みを取り除くことを求めており、会社における賃金格付制度とそのサブシ

ステムである人事考課制度が、この偏見を反映・増幅する仕組みであるこ

とを問題とした。 

本件は、最も重要な労働条件である賃金とこれを決する格付に差別があ

るか否かが交渉議題であり、組合員が退職して雇用が終了した場合であっ

ても、組合員の権利や待遇に関する取扱いが団体交渉事項となるべきこと

は当然である。 

会社は、業務プロセス等を合わせた総合的な評価という説明に終始して

おり、その仕組みについて組合が納得可能な説明をしなかったにもかかわ

らず、議論がかみ合わない、見解の相違だから見直しはしない、などと一

方的に主張し、説明責任を放棄した。 

Ａ２は、Ｂ３ＳＣにおいて抜群の営業成績であったにもかかわらず、業

績考課において適正に評価されず、また、適性考課の「情報展開力」や「決

断力」といった、判断基準が曖昧で分かりにくい評定要素において、評価

者の主観やジェンダーバイアスが入ることで不当に低く査定された結果、

昇進ができていないものである。 

会社は、当初から、Ａ２が退職したときには交渉の利益が失われるとの

前提に立ち、Ａ２が定年を迎えるまでの間は団体交渉に付き合う形を作り、

時間切れで組合要求をなかったことにしようとしたのであり、10回の団体
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交渉も、交渉を行ったという形を残すためのものにすぎず、最初から実を

伴う労使交渉を行う意図も意思も意欲もなかったのは明らかである。 

したがって、４年８月19日付けの「回答書」による会社の団体交渉打切

り通告は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。 

⑵ 被申立人会社の主張 

会社は、これまで、10回にわたって組合との団体交渉に対応しており、

団体交渉の前後においても組合からの質問事項に誠実に回答している。 

会社は、組合の要求に対し、会社の人事考課の基準や方法、Ａ２の人事

考課の結果の概要提示による説明及び個人（の査定符号）が特定されない

ように配慮したＳＣにおける査定評価の分布データ等の提示などを行っ

てきた。また、会社は、組合の要求に応じられない部分については、誠意

を持ってその理由を説明し、組合の納得が得られるよう努力してきた。 

しかし、組合は会社の説明に耳を貸さず、Ａ２の在職中の管理２級への

職能等級昇進に固執し続けたことから、交渉が行き詰まり、Ａ２の人事考

課をめぐる議論は平行線となり進展の余地がないものとなったのである。 

したがって、このような状況に至った原因が会社の不誠実な態度に由来

するものとは到底いえず、労使自治の原則からも、会社からの団体交渉打

切りの申入れは正当な理由があるものとして許されるのは明らかである。 

⑶ 当委員会の判断 

会社は、第10回団体交渉後の４年８月19日に、同日付けの「回答書」に

おいて、第１回団体交渉以来、可能な限りの資料を提示したほか、組合か

らの質問に誠意を持って対応してきたが、組合の質問や資料開示要求は、

従前の繰り返しが多くなっていると考えており、第10回団体交渉における

議論においても、組合の主張や要求内容はこれまでの繰り返しとなってい

るため、会社としては、組合の要求事項についてこれ以上団体交渉を重ね

ても、進展が見込めない段階に至っているとして、第10回をもって団体交

渉を打切りとする旨を伝え（第２．15⑵エ）、以降、組合との団体交渉に応

じなかった（同16⑵オ、同17⑵）。 

ア ４年８月19日付けの回答書に至った経過 

この点、第９回団体交渉において、組合は、基本的には、Ａ２の管理
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２級への昇格を求める中で、営業成績が優秀なＡ２の評価が低いことを

問題視する主張を維持しており、各種資料の開示要求も、それらに関連

するものであった（第２．14⑴）。また、組合は、第９回団体交渉後に、

６月15日付けの要求書において、査定評価分布の資料（前記１⑶ウ (ウ)）

の追加要求を行っている（第２．14⑵アイ）。 

こうした組合の対応を受け、会社は、６月21日付けの「回答書」にお

いて、これまでの計９回の団体交渉における書面での質疑応答や資料提

示を経て、会社としては提示可能な資料は提示し、説明もし尽くしたと

考えている旨、組合の質問や資料開示要求の内容は、従前の繰り返しが

多くなってきており、組合の要求事項についてこれ以上団体交渉を重ね

ても、何ら進展は見込めない段階に至っているといわざるを得ない旨、

次回の第10回をもって団体交渉を打切りとしたい旨を伝えている（第２．

14⑶イ）。 

また、第10回団体交渉において、組合は、上記の査定評価分布の資料

の追加要求に加えて、評定についての定量的な物差し（基準）の有無、

考課票の原本開示、Ａ２の営業成績について、などの質問や主張を行い、

会社は従前の説明を繰り返した（第２．15⑴）。 

そして、第10回団体交渉後の８月19日に、会社は、同日付けの「回答

書」において、考課票の原本開示は行わないこと、追加の査定評価分布

の資料要求には応じないこと、Ａ２の管理２級への職能等級昇進の要求

には応じないことを伝えた上で、上記のとおり、団体交渉を打ち切る旨

を伝えた（第２．15⑵）。 

さらに、組合からの抗議を受け、会社は、９月16日付けの「回答書」

において、組合が定量的な評価基準であるべきとの主張に固執し議論が

平行線となっていること、複数の評定要素で全体の評価が決まる会社の

評定の仕組みについて理解が得られない状況となっていること、管理２

級の職能等級昇進基準についても理解が得られないことなどを説明し

た上で、組合の質問や資料開示要求は従前の繰り返しが多くなっており、

組合の要求事項についてこれ以上団体交渉を重ねても何ら進展は見込

めない段階に至っているとし、Ａ２が定年退職したことも踏まえ、団体
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交渉の継続は考えていないと伝えている（第２．16⑵ア）。また、併せて、

考課票の原本開示は行わないこと、追加の査定評価分布の資料も含め、

これ以上の資料提示は行わないことを伝えている（第２．16⑵イエ）。 

イ 上記経過も踏まえた判断 

組合は、Ａ２は抜群の営業成績であったにもかかわらず、判断基準が

曖昧で分かりにくい評定要素について、評価者の主観やジェンダーバイ

アスが入ることで不当に低く査定された結果、昇進ができなかった、会

社は、最初から実を伴う労使交渉を成立させる意図も意思も意欲もなく、

Ａ２が定年退職するまでの間は団体交渉に付き合った形を作り、組合が

納得できる説明をせずに、議論がかみ合わない、見解の相違だから見直

しはしない、などと一方的に主張して説明責任を放棄し、時間切れで組

合要求を無かったことにしようとしたなどと主張する。 

しかしながら、前記１⑶アイで判断したとおり、団体交渉における会

社の対応は不誠実な交渉態度とはいえず、会社は、人事考課制度やＡ２

の個別の人事考課について相応の説明を行っている。特に、組合が要求

するＡ２の管理２級への昇進については、単なる拒否ではなく、制度上

の基準と個別の評定の結果を結び付けた具体的な説明を行った上で、会

社としては応じられないことを繰り返し説明している（前記１⑶イ (イ)）。

また、定量的な基準の有無や、営業成績と評定との関連性についても、

会社は、組合の疑問に対して一定の応答を行うなど相応の説明を行って

いる（前記１⑶イ (ウ)(エ)）。 

さらに、資料の開示についても、会社として対応可能な範囲で相当程

度の対応をしていることが認められ、特に、考課票の原本開示や、追加

の査定評価分布資料の開示には応じなくとも、会社が、交渉の実効性を

確保するための対応を継続していたと評価できることは、前記１⑶ウ

(ア)(ウ)で判断したとおりである。 

しかし、組合は、こうした会社の対応に納得せず、会社の態度はＡ２

の定年退職（令和４年８月末日）までに労使協議でＡ２の昇格問題を解

決する意思のないことを表明し、Ａ２の会社業績への貢献を認めないと

公言するに等しいとし（第２．12⑸ア）、引き続き、Ａ２の管理２級への
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職能等級昇進を求め続けた（同14⑴オ）。また、前記アのとおり、第９回

及び第10回の団体交渉における組合の要求や質問は、会社が既に説明済

みの、考課票の原本開示や追加の査定評価分布資料の要求、定量的な基

準の有無やＡ２の営業成績と評価のかいりなどに関するものに終始し

ていた。 

また、組合が持つ、会社における男女間の格付格差の課題認識に対し

ても、会社は、会社の人事考課制度が性別によって恣意的に差別するよ

うな制度にはなっていないことを繰り返し説明して（第８回団体交渉

（第２．13⑴ウ）、第10回団体交渉（同15⑴ア））おり、組合との間で議

論が成り立ちにくい状況となっていたことがうかがわれる。 

以上のとおり、会社は、組合が要求する、Ａ２の昇進や定量的な物差

し（基準）の提示などには応じていないものの、会社の人事考課制度や

Ａ２の個別の評定について、会社としての主張や説明を尽くしており、

交渉の実効性を確保するための相当程度の資料の開示を行っている。こ

れに対して組合は、会社の説明に対する具体的な反論や新たな提案を示

すことなく、評価制度の透明性やＡ２の評価の妥当性に関する問題提起

を繰り返し行い、その都度、内容に若干の差異はあるものの、趣旨とし

ては同様の資料開示や説明を求め続けていた。 

そうすると、会社は、会社としての主張や説明を尽くしている一方、

組合は、同じ問題提起を繰り返し、同様の資料開示や説明を求め続けた

結果、双方の主張は平行線となり、組合の要求事項について、交渉の実

質的な進展が見込めない行き詰まりの状況にあったとみるのが相当で

ある。 

したがって、このような状況において、Ａ２の管理２級への昇進要求

に応じることができないことを一貫して伝えている会社としては、第10

回団体交渉を終えた時点で、組合の要求事項についてこれ以上団体交渉

を重ねても何ら進展は見込めない段階に至っていると判断し、以降の組

合との団体交渉においても、組合との間で実質的・建設的な交渉を行う

ことは期待できないと考え、団体交渉を行わないと判断したのもやむを

得ないものといわざるを得ない。 
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なお、会社は、前記アのとおり、９月16日付けの「回答書」において、

Ａ２が定年退職したことにも触れているが、Ａ２の退職の事実がなかっ

たとしても、第10回団体交渉を終えた時点で、両者の間で交渉の実質的

な進展が見込めない状況にあったことは、上記のとおりであり、会社が

団体交渉の打切りの判断に至ったのも上記の状況が主たる理由である

ことは明らかであるから、会社がＡ２の定年退職に言及していた事実が、

上記判断を左右するものではない。 

ウ 結論 

以上のとおり、第10回団体交渉終了時点において、組合の要求事項に

ついて、組合と会社の双方の主張は平行線に至っており、交渉が進展す

る見込みのない行き詰まりの状態に達していたのであるから、会社が団

体交渉に応じなかったことに正当な理由がないとはいえず、４年８月２

日の第10回団体交渉の後、会社が、平成28年度から令和４年度までの間

のＡ２の格付及び賃金の是正を議題とする団体交渉に応じなかったこ

とは、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらない。 

第４ 法律上の根拠 

以上の次第であるから、令和３年12月26日以前の団体交渉に係る申立てに

ついては、労働組合法第27条第２項及び労働委員会規則第33条第１項第３号

に該当し、その余の本件申立てに係る各事実は、いずれも同法第７条には当

たらない。 

よって、労働組合法第27条第２項及び同法第27条の12並びに労働委員会規

則第33条第１項第３号及び同規則第43条を適用して、主文のとおり命令する。 

 

令和７年８月５日 

 

東京都労働委員会 

会 長  團 藤 丈 士 


